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国 土 利 用 計 画 岩 手 県 計 画 （ 第 五 次 ） 素 案 
（ 全 国 計 画 （ 第 五 次 ） 、 県 計 画 （ 第 四 次 ） と の 対 比 ） 

(注)１ 下線部分が全国計画との相違箇所であるが、単に表現、言い回しを変えている部分には付していない。 

２ また、全国計画（第五次）及び第四次県計画（現行計画）は、比較を容易にするために一部で改行・入換を行っている。 

国 土 利 用 計 画 全 国 計 画（第五次） 国土利用計画岩手県計画（第五次）【素案】 国 土 利 用 計 画 岩 手 県 計 画（第四次）【現行計画】 

はじめに 

国土利用計画は、限りある国土を有効に利用するという観点から、無秩序な開

発に歯止めをかけるなど土地需要を量的に調整する役割を期待されてきた。この

ような役割は今後も一定程度必要であるものの、人口減少下で土地需要が減少す

る時代においては、国土を適切に管理し荒廃を防ぐ等、国土利用の質的向上を図

る側面がより重要となってきており、国土利用計画の役割は大きな転換点を迎え

ている。既に地方圏を中心に、人口減少や土地の利用価値の低減等に伴う国土管

理水準の低下が地域の大きな課題となっており、今後は、人口減少下における国

土の利用・管理のあり方を見いだしていくとともに、開発圧力が低減する機会を

とらえ、自然環境の再生・活用や安全な土地利用の推進等により、より安全で豊

かな国土を実現していくことが、国土利用計画の大きな役割となる。 

その際、本計画が示す全国的な方針とともに、地域がそれぞれの自然や文化、

経済社会状況等を踏まえ、身近な土地利用のあり方について自ら検討するなど、

地域主体の取組を促進していくことが重要である。 

また、国土利用計画は、国土形成計画と相まってその目標を達成するとされて

いることから、本計画は、安全で豊かな国土を形成するという国土づくりの目標

を国土形成計画と共有しつつ、その達成手段として、長期的な観点から豊かさを

維持する経済社会の持続可能性にも重点を置いている。資源とエネルギーの多く

を海外に依存している我が国において、自然環境と共生しつつ国土資源を持続的

に利活用していくことは、持続可能な経済社会の構築に不可欠である。また、国

土の安全性を高め、自然災害による被害を軽減することは持続可能な経済社会の

基本である。このため、本計画では、これらを実現する国土管理、環境共生及び

防災・減災の取組を重視し、持続可能な国土を形成することを国土利用の重要な

役割の一つとしている。 

国土利用をめぐる状況が大きく変化する中、国土利用計画の果たすべき役割も

また変化しているが、国土を適正に利用するための総合的な計画としての国土利

用計画の位置づけは引き続き重要である。本計画は、国土利用計画法に定めるこ

の理念を踏まえつつ、時代の要請に応え、限られた資源である国土の総合的かつ

計画的な利用を通じて、国土の安全性を高め、持続可能で豊かな国土を形成する

国土利用を目指す。 

 

１．国土の利用に関する基本構想 

（１）国土利用の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

前 文 

 この計画は、国土利用計画法第７条の規定に基づき、岩手県の区域について定

める国土の利用に関する基本的事項についての計画（以下「県計画」という。）で

あり、全国の区域について定める国土の利用に関する計画（以下「全国計画」と

いう。）及び県内の市町村がその区域について定める国土の利用に関する計画（以

下「市町村計画」という。）とともに同法第４条の国土利用計画を構成し、県土の

利用に関しては県の計画の基本となるとともに、市町村計画及び岩手県土地利用

基本計画の基本となるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 県土利用の現状と課題 

(１) 県土利用の現状  

ア 県土の概要 

本州一の広大な面積を有する本県は、内陸部の大部分は山岳丘陵地帯で占め

られ、県の西部の秋田県境には奥羽山脈が走り、これと並行して東部には北上

高地が広がっています。また、沿岸部は、宮古以南では北上高地の山すそが太

平洋に落ち込み、入り江と岬の入り組んだリアス式海岸を形成しており、宮古

以北では隆起した海岸段丘が発達し、海岸線も南部に比べて直線的となってい

ます。本県は、それらの変化に富んだ地勢の中で、豊かで多様な自然と美しい

景観に恵まれています。 

前 文 

 この計画は、国土利用計画法第７条の規定に基づき、岩手県の区域につ

いて定める国土の利用に関する基本的事項についての計画（以下「県計画」

という。）であり、全国の区域について定める国土の利用に関する計画（以

下「全国計画」という。）及び県内の市町村がその区域について定める国土

の利用に関する計画（以下「市町村計画」という。）とともに同法第４条の

国土利用計画を構成し、県土の利用に関しては県の計画の基本となるとと

もに、市町村計画及び岩手県土地利用基本計画の基本となるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 県土利用の現状と課題 

(１) 県土利用の現状  

ア 県土の概要 

本州一の広大な面積を有する本県は、内陸部の大部分は山岳丘陵地帯

で占められ、県の西部の秋田県境には奥羽山脈が走り、これと並行して

東部には北上高地が広がっています。また、沿岸部は、宮古以南では北

上高地の山すそが太平洋に落ち込み、入り江と岬の入り組んだリアス式

海岸を形成しており、宮古以北では隆起した海岸段丘が発達し、海岸線

も南部に比べて直線的となっています。本県は、それらの変化に富んだ

地勢の中で、豊かで多様な自然と美しい景観に恵まれています。 

参考資料 
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ア 国土利用をめぐる基本的条件の変化 

今後の国土の利用を計画するに当たっては、国土利用をめぐる次のような基

本的条件の変化を考慮する必要がある。 

現在、我が国は既に人口減少社会を迎えており、今後、地方圏を中心に急激

な人口減少が予想されている。大都市圏等では、今後も人口増加や新たな機能

等の集積に伴い、一定程度、土地需要が増加する地域も想定されるものの、全

体として土地需要は減少し、これに伴って国土の利用は様々な形で縮小してい

くことが想定される。その結果、国土管理水準の低下や非効率な土地利用の増

大等が懸念されることから、今後の国土利用においては、本格的な人口減少社

会における国土の適切な利用・管理のあり方を構築していくことが重要となる。 

また、自然環境については、開発圧力が減少する機会をとらえ、その保全・

再生を図るとともに、再生可能な資源・エネルギーの供給や防災・減災、生活

環境の改善等、自然が持つ多様な機能を積極的に評価し、地域における持続可

能で豊かな生活を実現する基盤として、経済社会的な観点からもその保全と活

用を図ることが重要となる。 

さらに、我が国は、災害リスクの高い 35％の地域に人口の 70％以上が集中す

るなど、国土利用上、災害に対して脆弱な構造となっている。東日本大震災を

はじめとする相次ぐ自然災害の経験により、居住地や公共施設の立地など国土

利用面における安全・安心に対する国民の意識が高まりを見せている。人口減

少は開発圧力の低下等を通じて空間的な余裕を生み出す側面もあるため、中長

期の視点から計画的、戦略的に、より安全で持続可能な国土利用を実現するこ

とも重要となる。 

イ 本計画が取り組むべき課題 

国土利用をめぐる基本的条件の変化を踏まえ、本計画が取り組むべき課題は

以下のとおりである。 

（ア）人口減少による国土管理水準等の低下 

我が国の総人口は平成 20 年にピークを迎えた後に減少を始め、今後少なく

とも数十年にわたり人口減少が継続すると見込まれる。また、若年人口や生

産年齢人口の減少と高齢者人口の増加が進むとともに、人口の地域的な偏在

も進展している。 

県土は、森林が約８割を占めており、可住地面積割合は約２割となっていま

す。主な可住地は北上川流域や北上高地、沿岸部などの平野や盆地となってお

り、特に北上川流域に人口の６割以上が集中している状況にあります。 

 

イ 県土利用の状況 

  平成 25年における県土利用の状況をみると、森林が 76.7％、農用地が 10.3％

となっているほか、原野が 0.2％、水面・河川・水路が 2.2％、道路が 3.0％、

宅地が 2.3％、その他が 5.3％となっています。また、第四次県計画の基準年次

である平成 17年から現況年次の平成 25年までの間に、農用地、森林が減少し、

道路、宅地等への転換がなされているとともに、荒廃農地等その他面積が増加

しています。 

  第四次県計画期間内における土地利用の転換は、第三次県計画における土地

利用転換（平成４年から平成 17年）に比べて、全体としては鈍化しています。 

  また、低金利、住宅ローン減税等の施策による住宅需要の下支えのほか、沿

岸地域における浸水区域外への移転需要等から、地価の下落幅は縮小している

状況にあります。 

 

(２) 県土利用をめぐる基本的条件の変化と取り組むべき課題 

今後の県土の利用を計画するに当たっては、次のような基本的条件の変化を

考慮し、その課題に取り組んでいく必要があります。 

その際、多様な主体の関わりの増大、地方分権やグローバル化の進展、財政

的制約等の背景についても、考慮する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 人口減少社会の到来等による県土への影響 

  本県の人口は、平成９年以降減少し続けており、平成 26年（2014年）の人口

は約 128万人と、平成９年（1997年）と比べ約 14万人減少しています。一方、

65歳以上の老齢人口は約 10万人増加しています。 

今後人口規模が縮小するとともに、生産年齢人口や年少人口が減少し老齢人

県土は、森林が約８割を占めており、可住地面積割合は約２割となっ

ています。主な可住地は北上川流域や北上高地、沿岸部などの平野や盆

地となっており、特にも北上川流域に人口の６割以上が集中している状

況にあります。 

イ 県土利用の状況 

  平成 17年における県土利用の状況をみると、森林が 77.0％、農用地が

10.6％となっているほか、原野が 0.2％、水面・河川・水路が 2.2％、道

路が 2.9％、宅地が 2.2％、その他が 4.9％となっています。また、第三

次県計画の基準年次である平成４年から目標年次の平成 17 年までの間

に、農用地、原野が減少し、道路、宅地等への転換がなされているとと

もに耕作放棄地面積が増加しています。 

  第三次県計画における土地利用の転換は、第二次県計画における土地

利用転換（昭和 57年から平成 7年）に比べて、全体としては鈍化してい

るものの、農用地など一部の利用区分では増減率が高い数値を示してい

ます。 

  また、地域経済の低迷を背景とした住宅地の需要減退や中心市街地の

空洞化の進展などから、地価の下落傾向が続いている状況にあります。 

(２) 県土利用をめぐる基本的状況の変化 

今後の県土の利用を計画するに当たっては、本県の県土利用をめぐる

次のような基本的条件の変化を考慮するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 人口減少社会の到来 

本県の人口は、全国よりも早く平成９年から減少傾向にあり、平成 16

年４月には人口が 140 万人を割ることとなりました。また、国立社会保

障・人口問題研究所の推計では、本県の 65 歳以上の老年人口は平成 27

年（2015年）には 30.3％、平成 47年（2035年）には 37.5％と、いずれ
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人口動態の変化は、国土の利用にも大きな影響を与える。既に人口減少等

が進展している地方都市等では、市街地の人口密度の低下や中心市街地の空

洞化が進行するとともに、低・未利用地や空き家等が増加しており、土地利

用の効率の低下が懸念される。また、農山漁村では、農地の転用に加え、高

齢の農業就業者の離農等による農地の荒廃により、農地面積が減少するとと

もに、農地の管理水準の低下も懸念されている。農業就業者の高齢化が進む

中、営農等の効率化のため、担い手への農地集積・集約を進めていくことも

課題である。林業・木材産業においては、長期にわたって木材価格が下落す

るなど厳しい状況にあり、一部に必要な施業が行われない森林もみられる。 

国土管理水準の低下や都市化の進展などの国土利用の変化は、水源涵
かん

養機

能の低下や雨水の地下浸透量の減少等を通じて、水の循環にも大きな影響を

与える。また、土地取引が多い都市や高齢化が著しい山村での地籍整備が特

に遅れているなど、土地境界が不明確な状況では、土地の有効利用の妨げと

なり得る。さらに、都市へ人口移動が進む中で、地方を中心に、今後も所有

者の所在の把握が難しい土地が増加することが想定され、円滑な土地利用に

支障をきたすおそれがある。 

このような問題は、既にその多くが顕在化しているが、対策を怠れば、今

後、ますます状況が悪化するおそれがある。このため、本格的な人口減少社

会においては、国土の適切な利用と管理を通じて国土を荒廃させない取組を

進めていくことが重要な課題となる。 

また、人口減少、高齢化と経済のグローバル化に伴う国際競争の激化が共

に進行していく中で、経済成長を維持し国民が豊かさを実感できる国土づく

りを目指す観点から、生活や生産水準の維持・向上に結びつく土地の有効利

用・高度利用を一層、推進していくことも必要である。 

（イ）自然環境と美しい景観等の悪化 

人口減少は、開発圧力の減少等を通じて空間的余裕を生み出す面もあるた

め、この機会をとらえ、生物多様性の確保や自然環境の保全・再生を進めつ

つ、持続可能で豊かな暮らしを実現する国土利用を進めていく視点が重要で

ある。この観点から、過去の開発や土地の改変により失われた良好な自然環

境や生物の多様性を再生していくことが大きな課題となる。 

特に、一度開発された土地は、それまでの利用が放棄されても人為的な土

地利用の影響が残ることから、その地域本来の生態系には戻らず、荒廃地等

となる可能性がある。このような土地については、自然の生態系に戻す努力

が必要となる。加えて、今後、土地への働きかけの減少により、これまで人

の手が入ることで良好に管理されてきた里地里山等においては自然環境や景

観の悪化、野生鳥獣被害の深刻化、一部の侵略的外来種の定着・拡大、さら

には自然資源の管理や利活用に係る知恵や技術の喪失等が懸念される。 

また、気候変動は、広く国土の自然環境に影響を及ぼし、更なる自然環境

の悪化や生物多様性の損失が懸念されることから、気候変動による将来的な

影響も考慮して、これに適応し、自然環境と調和した持続可能な経済社会シ

ステムを構築していくことが必要である。 

自然環境の悪化や生物多様性の損失は、土壌の劣化や水質の悪化、植生の

変化等を通じて、食料の安定供給、水源の涵
かん

養や国土保全など暮らしを支え

る生態系サービス（自然の恵み）に大きな影響を及ぼす。このため、食料や

エネルギー資源の多くを海外に依存する我が国において、生態系を保全し、

口が増加するなど、人口構造が大きく変化していくことが見込まれ、平成 37年

（2025 年）の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の推計では約 114 万人と

予測されています。 

また、県内でも、中山間地域を抱える自治体において人口減少率が高く見込

まれているほか、東日本大震災津波で被災した沿岸 12市町村で、いずれも県平均

を上回る人口減少率が推計されるなど、地域によって、人口減少のスピードは異なる

ことが予想されています。 

人口減少の進行によって、市街地の人口密度の低下や中心市街地の空洞化が

進行するとともに、低・未利用地や空き家等が増加しており、土地利用の効率

の低下が懸念されます。また、農山漁村では、農地の転用に加え、高齢の農業

就業者の離農等による農地の荒廃により、農地面積が減少するとともに、農地

の管理水準の低下や県土保全の観点からの影響も懸念されています。農業就業

者の高齢化が進む中、営農等の効率化や適切な県土保全のため、担い手への農

地集積・集約や地域協働による農地等の保全管理を進めていくことも課題です。

林業・木材産業においては、長期にわたって木材価格が下落するなど厳しい状

況にあり、森林所有者の経営意欲の減退が見られます。 

県土管理水準の低下等により、水の循環や土地の有効利用への悪影響も懸念

されます。また、土地境界が不明確な状況や人口減少に伴う所有者の所在の把

握が難しい土地の増加により、円滑な土地利用に支障をきたすおそれもありま

す。 

このため、本格的な人口減少社会において、県土の適切な利用と管理を通じ

て県土を荒廃させない取組を進めていくことが重要な課題となります。 

 

 

 

イ 自然環境と美しい景観等の変化 

今後、人口減少等による土地への働きかけの減少により、これまで人の手が

入ることで良好に管理されてきた里地里山等においては自然環境や景観の悪

化、野生鳥獣被害の深刻化、一部の侵略的外来種の定着・拡大、さらには自然

資源の管理や利活用に係る知恵や技術の喪失等が懸念されます。 

 

一方、人口減少は開発圧力の減少等につながることから、この機会をとらえ、

過去の開発や土地の改変により失われた良好な自然環境や生物の多様性を再生

し、自然の生態系に戻す努力が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然環境の悪化や生物多様性の損失は、土壌の劣化や水質の悪化、植生の変

化等を通じて、暮らしを支える生態系サービスに大きな影響を及ぼします。こ

のため、生態系を保全し、人と自然が共生してきた里地里山等を持続的に利活

用していくことは、地域の持続的で豊かな暮らしを実現する観点からも重要で

す。また、バイオマス等の再生可能エネルギーの地域レベルでの安定確保や自

も全国を上回る速度で高齢化が進むと予測されています。 

そのような人口減少社会の到来と急速な高齢化の進展の中、総世帯数

の増加や一部地域で人口増加に伴う土地需要が見られるものの、全体と

しては土地利用転換の動きがさらに弱まり、各地域の人口密度が低下す

ることが見通されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 県土の安全性に対する要請の高まり 

近年の地震の続発を契機として、今後高い確率での発生が予想される

宮城県沖地震等による大規模な地震災害への懸念が高まっています。ま

た、自然災害のおそれのある地域への居住地の拡大、都市における諸機

能の集中やライフラインへの依存の高まり、農山漁村における県土資源

の管理水準の低下、高齢化・過疎化に伴う地域コミュニティの弱体化な

どから、県土の安全性に対する要請が高まっています。 

ウ 環境問題に対する県民意識の高まり 

地球温暖化が進行し温室効果ガス排出削減が急がれる状況や、大量消

費型の社会経済活動による天然資源枯渇の懸念、地球規模での生態系の

危機などの諸問題の顕在化や環境問題に対する県民意識の高まりに適切

に対処するため、自然との共生と循環型社会の実現に向けた県土利用を

基本とすることが重要になっています。 

エ 優れた景観の保全に対する機運の高まり 

貴重な歴史的文化遺産である平泉文化の世界遺産登録に向けた活動等

を契機として、優れた歴史的・文化的景観の保全についての機運が高ま

っています。また、美しい農山漁村や都市景観の喪失、生活環境や自然

環境の悪化などが懸念されるなか、良好な街並み景観の形成や里地里山

の維持・形成、自然とのふれあいや心の豊かさ等に対する志向が高まっ

ています。 

  そのため、安全面や環境面も含め、人の営みと自然の営みの調和を図

ることにより、快適でゆとりある県土利用を更に進めていくことが求め

られています。 

オ 土地利用の相互関連の深まり 

県民の価値観やライフスタイルの多様化などに伴い、宅地や建物、道

路、緑地等をそれぞれ別個のものとしてとらえるのではなく、快適性や

安全性を考慮しながら地域や地目を越えて一連のものとしてとらえる必

要性が高まっています。 

また、交通網の発達などによって人々の行動範囲が拡大する中で、都
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人と自然が共生してきた里地里山等を持続的に利活用していくことは、バイ

オマス等の再生可能エネルギーの地域レベルでの安定確保や健全な水循環の

維持又は回復等を通じて地域の持続的で豊かな暮らしを実現する観点からも

重要である。また、自然生態系の有する防災・減災機能も活用することによ

り、持続可能かつ効果的・効率的な防災・減災対策を進めることが重要であ

る。 

さらに、これまで人と自然との関わりの中で育まれてきた景観や美しい農

山漁村の集落やまちなみ、魅力ある都市空間や水辺空間等を保全、再生、創

出し、次世代に継承するとともに、これらを活用して地域の魅力を高めるこ

とは、地域固有の伝統や文化を継承しつつ個性ある地域を創生する観点から

も重要である。 

（ウ）災害に対して脆弱な国土 

我が国は、沖積平野など災害リスクの高い地域に人口と資産が集中してお

り、国土利用上、災害に対して脆弱な構造となっている。津波により沿岸域

に大きな被害をもたらした東日本大震災は、国土利用の根本的な課題を国民

に強く意識させた。今後も、首都直下地震や南海トラフ地震の発生が 30 年以

内に 70％程度と高い確率で予想されているなど、全国各地で強い地震が発生

する可能性がある。 

また、雨の降り方は局地化・集中化・激甚化しており、さらに今後、地球

温暖化に伴う気候変動により、極端な降水がより強く、より頻繁となる可能

性が非常に高いと予測されている。このため、水害、土砂災害が頻発化・激

甚化することが懸念される。一方、無降水日数も全国的に増加することが予

測されており、渇水が頻発化・長期化・深刻化することも懸念される。 

さらには、近年頻発している火山災害により、我が国が世界有数の火山国

であることの危険性と対策の必要性も改めて認識された。 

このため、防災・減災対策の強化とともに、災害リスクの高い地域の土地

利用の適切な制限や、より安全な地域への諸機能や居住の誘導など、安全性

を優先的に考慮する国土利用への転換が急務となっている。 

また、都市においては、諸機能の集中や地下空間を含む土地の高度利用の

進展など経済社会の高度化に伴う都市型水害等に対する脆弱性の増大や、地

震時等に著しく危険な密集市街地への対応も重要な課題となっている。農山

漁村においても、国土管理水準の低下に伴う国土保全機能の低下が懸念され

ている。 

安全・安心は、すべての活動の基盤であることから、従来の防災・減災対

策に加え、国土利用においても、災害が発生しても人命を守り、経済社会が

致命的なダメージを受けず、被害を最小化し、すみやかに復旧・復興できる

国土の構築に向けた国土強靱化の取組を進めていくことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

然生態系の有する防災・減災機能の活用など、自然環境の有する多面的な機能

に着目することが重要です。 

また、気候変動による自然環境や生物多様性への将来的な影響も考慮して、

これに適応し、自然環境と調和した持続可能な経済社会システムを構築してい

くことが必要です。 

 

さらに、本県は、美しい農山漁村の集落やまちなみ、平泉や橋野鉄鉱山をは

じめとする豊かな歴史的・文化的環境等を有しており、これらを次世代に継承

するとともに、その活用により地域の魅力を高めていくことが重要です。 

 

 

ウ 自然災害への対応の必要 

平成 23年に発生した東日本大震災津波の経験を踏まえ、自然災害に対する県

土の安全性強化の要請が一層高まっています。特に、沿岸被災地においては、

復興に向けたまちづくりが途上であり、安全で安心な防災都市・地域づくりが

急務となっています。 

 

 

また、雨の降り方は局地化・集中化・激甚化しており、本県においても、豪

雨による被害が発生しています。極端な降水による水害、土砂災害がさらに頻

発化・激甚化すること等が懸念されます。 

 

 

さらに、近年、日本全体で火山災害が頻発しており、活火山を有する本県に

おいても、改めてその対策の必要性が認識されました。 

このため、防災・減災対策の強化とともに、災害リスクの高い地域の土地利

用の適切な制限や、より安全な地域への諸機能や居住の誘導など、安全性を優

先的に考慮する県土利用の重要性が高まっています。 

また、都市部においては、都市型水害等に対する脆弱性の増大や、地震時等

に著しく危険な密集市街地への対応も重要な課題となっています。 

 

 

 

安全・安心は、すべての活動の基盤であることから、従来の防災・減災対策

に加え、東日本大震災津波の経験も踏まえながら、災害が発生しても人命を守

り、経済社会が致命的なダメージを受けず、被害を最小化し、すみやかに復旧・

復興できる県土の構築に向けた強靱化の取組を進めていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市近郊での大規模な集客施設の立地が既存中心市街地での低利用地及び

未利用地（以下「低・未利用地」という。）の増加につながるなど、特定

の土地利用が他の土地利用と行政区域を越えて相互に関係する状況がみ

られます。 

カ 多様な主体のかかわりの増大 

地域間の交流・連携が進む中で、森林づくり活動への都市住民の参加

など、地域の土地利用に対して地域外からも含めて様々な人や団体が関

与する状況もみられることから、多様な主体のかかわりの増大を踏まえ

ていくことが求められています。 

キ 地方分権の進展  

土地利用は、本来地域性を強く帯びたものであり、身近な空間の土地

利用に自らもかかわりたいという人々の意識の高まりや、土地利用諸規

制に係る市町村への権限移譲が進む中、地域での創意工夫ある取組の重

要性も高まっています。 

また、市町村合併の進展に伴い、新たな市町村の枠組みで土地利用の

あり方を見直す動きも出てきています。 

ク グローバル化の進展 

  グローバル化の進展や東アジア諸国の著しい経済成長は、地方が厳し

い競争に巻き込まれる一方、地方の得意分野が世界に直結できる大きな

機会と考えられます。本県においても、自動車・半導体関連企業等の展

開により、地域経済の活性化が期待されるとともに、本県の土地利用の

あり方にも影響を及ぼすものと考えられます。 

(３) 県土利用の諸課題 

ア 都 市 

出生率の低下や県外への人口流出による人口減少、さらに公共公益施

設の郊外移転や大規模な集客施設の郊外立地などの影響により、県内の

多くの市町村において、空き地・空き店舗の増加などによる中心市街地

の空洞化や郊外部の虫食い的な開発などが進んでいます。そのため、土

地利用効率の低下や地域コミュニティ機能の低下による防犯や防災等の

問題の発生が懸念されています。また、市街地の無秩序な郊外への拡大・

拡散により、都市周辺部の豊かな自然環境や優良農地の減少、自動車か

らのＣＯ２排出量増加等による地球環境への負荷増大、後追い的なインフ

ラ整備の発生やライフラインの維持管理コストの増大等の問題が生じて

います。 

イ 農山漁村 

農林業を取り巻く情勢の変化や高齢化の進行による従事者の減少など

から、耕作放棄地や管理不十分な森林が増加しており、農林業の生産基

盤のみならず農業・森林の持つ多面的機能への影響や里地里山等の美し

い農山村景観の喪失が懸念されています。 

また、中山間地域を中心とした集落では著しい少子高齢化の進展、人

口減少などにより、地域コミュニティ機能が低下し、農林水産業の生産

活動や日常生活はもとより、災害時における助け合い、地域文化の創造・

保全等への影響が懸念されています。 

さらに、世界的な食料需給のひっ迫、穀物価格の高騰や、度重なる食

品の不正表示、輸入食品からの禁止薬物の検出等により、食料自給率向

上や安全・安心な農産物を求める意識が強くなってきており、本県農業

への期待が高まっています。 
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ウ 国土利用の基本方針 

 

 

 

 

 

 

イで示した課題に取り組むため、本計画は、「適切な国土管理を実現する国土

利用」、「自然環境と美しい景観等を保全・再生・活用する国土利用」、「安全・

安心を実現する国土利用」の３つを基本方針とし、国土の安全性を高め持続可

能で豊かな国土を形成する国土利用を目指す。 

また、人口減少社会において、このような国土利用を実現するための方策に

ついても、その考え方を示す。   

（ア）適切な国土管理を実現する国土利用 

適切な国土管理を実現する国土利用については、地方都市等を中心に人口

減少下においても増加している都市的土地利用において、地域の状況等も踏

まえつつ、行政、医療・介護、福祉、商業等の都市機能や居住を中心部や生

活拠点等に集約化し、郊外部への市街地の拡大を抑制する。 

集約化する中心部では、低・未利用地や空き家を有効利用すること等によ

り、市街地の活性化と土地利用の効率化を図る。一方、集約化する地域の外

側では、低密度化が進むことから、これに応じた公共サービスのあり方や、

公園、農地、森林等の整備及び自然環境の再生などの新たな土地利用等を勘

案しつつ、地域の状況に応じた対応を進める。 

また、ひとつの地域だけでは十分な機能を備えることが難しい場合には、地

域の状況を踏まえ、地域がネットワークで結ばれることによって必要な機能

を享受する取組を進める。 

一方、グローバルな都市間競争に直面する大都市圏等においては、都市の

国際競争力強化の観点から、都市の生産性を高める土地の有効利用・高度利

用を進めるとともに、都市環境を改善し安全性を高める土地利用を推進して

いく。 

農林業的土地利用については、食料の安定供給に不可欠な優良農地を確保

し、国土保全等の多面的機能を持続的に発揮させるために良好な管理を行う

とともに、農業の担い手への農地集積・集約を進めることなどを通じて、荒

廃農地の発生防止及び解消と効率的な利用を図る。また、国土の保全、水源

の涵
かん

養等に重要な役割を果たす森林の整備及び保全を進める。 

水循環については、都市的土地利用と農林業的土地利用、自然的土地利用

を通じた、都市における雨水の貯留・涵
かん

養の推進や農地、森林の適切な管理

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 県土の利用に関する基本構想 

(１) 県土利用の基本方針 

このように、県土利用をめぐる状況が大きく変化する中において、県土を適

正に利用するための総合的な計画としての本計画の位置づけは引き続き重要で

す。本計画は、国土利用計画法に定めるこの理念を踏まえつつ、時代の要請に

応え、限られた資源である県土の総合的かつ計画的な利用を通じて、その安全

性を高め、持続可能で豊かな県土を形成する県土利用を目指します。 

そこで、１で示した課題に取り組むため、本計画は、「県民の暮らしを支える

県土利用」、「自然環境や美しい景観を守り活かしていく県土利用」、「安全・安

心を実現する県土利用」の３つを基本方針とし、ア～ウにその考え方を示しま

す。 

また、人口減少社会において、このような県土利用を実現するための考え方

をエ・オに示します。 

ア 県民の暮らしを支える県土利用 

人口減少下においても増加している都市的土地利用について、行政、医療・

介護、福祉、商業等の都市機能や居住を中心部や生活拠点等に集約化し、郊外

部への市街地の拡大を抑制します。その際には、地域の状況や被災地における

復旧・復興の状況も考慮することが重要です。 

中心部では、低・未利用地や空き家を有効利用すること等により、市街地の

活性化と土地利用の効率化を図ります。一方、その外側では、低密度化を踏ま

えた公共サービスのあり方や、公園、農地、森林等の整備及び自然環境の再生

などの新たな土地利用等を勘案しつつ、地域の状況に応じた対応を進めます。

また、ひとつの地域だけでは十分な機能を備えることが難しい場合には、地域

の状況を踏まえ、地域がネットワークで結ばれることによって必要な機能を享

受する取組を進めます。 

 

 

 

 

 

農林業的土地利用については、優良農地を確保し、県土保全等の多面的機能

を持続的に発揮させるために良好な管理を行うとともに、農業の担い手への農

地集積・集約や地域協働による農地等の保全管理を進めることなどを通じて、

荒廃農地の発生防止及び解消と効率的な利用を図ります。また、県土の保全、

水源の涵
かん

養等に重要な役割を果たす森林の整備及び保全を進めます。 

水循環については、都市的土地利用と農林業的土地利用、自然的土地利用を

通じた、流域の総合的かつ一体的な管理等により、健全な水循環の維持又は回

復を図ります。 

ウ 自然維持地域 

本県は森林面積が全国第２位となっているほか、全国１０地域の国の

自然環境保全地域のうち２地域が本県にあるなど、豊かで優れた自然に

恵まれていますが、近年、開発などによる野生鳥獣の生息環境の変化等

に伴い、本県が国内有数の繁殖地となっているイヌワシの繁殖率が低下

するとともに、シカ・カモシカ・クマ等による農林業被害などの人と野

生鳥獣とのあつれきが発生しています。 

 

２ 県土の利用に関する基本構想 

(１) 県土利用の基本方針 

県土は、現在及び将来における県民のための限られた資源であるとと

もに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることから、県土

の利用は、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りながら、健康

で文化的な生活環境の確保や自立と共生による地域社会の形成を基本理

念として、総合的かつ計画的に行うものとします。 

このため、本計画においては、県土利用をめぐる状況変化や課題を踏

まえ、自然的土地利用の減少抑制と県土利用の質的向上を図ります。 

その際、土地利用に係る横断的観点にも留意して、各種施策を総合的

に推進するなど、県土利用の総合的マネジメントを進めることにより、

より良い状態で県土を次世代へ引き継ぐこと、すなわち「持続可能な県

土管理」を行います。 

ア 土地需要の量的調整 

人口減少下であっても当面増加する都市的土地利用については、低・

未利用地の有効利用の促進により、その合理化及び効率化を図るととも

に、計画的に良好な市街地の形成と再生を図ります。 

一方、農林業的利用を含む自然的土地利用については、農林業の生産

活動とゆとりある生活環境の場としての役割に配意して、適正な保全を

図ります。その際、地球温暖化防止、食料等の安定供給と自給能力の向

上、自然循環システムの維持、生物多様性の確保等にも配慮します。 

また、都市部における低・未利用地の優先利用による自然的土地利用

からの転換抑制や、農用地の適切な保全による耕作放棄地の発生防止等

を通じて、自然的土地利用の減少を抑制することを基本とします。 

森林、原野、農用地、宅地等の相互の土地利用の転換については、一

旦転換した後に元の地目に戻すことが困難であること、生態系を始めと

する自然の様々な循環系や景観に影響を与えることなどから、慎重な配

慮の下に計画的に行います。 

  その際、県土利用の質的向上における基本的視点にも十分に留意した

土地利用転換を図ることとします。 

イ 県土利用の質的向上 

全体としては土地利用転換の動きが低下しているという状況を県土利

用の質的向上を一層積極的に推進するための機会ととらえ、「自然と共生

し、循環を基調とした県土利用」「安全で安心できる県土利用」「快適で

ゆとりある県土利用」という三つの観点を基本とした県土利用を進めま

す。その際、これら相互の関連性にも留意するものとします。 
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など、流域の総合的かつ一体的な管理等により、健全な水循環の維持又は回

復を図る。 

 

 

大規模太陽光発電施設などの再生可能エネルギー関連施設の設置に際して

は、周辺の土地利用状況や自然環境、景観、防災等に特に配慮する。 

なお、森林、原野等、農地、宅地等の相互の土地利用の転換については、

人口減少下においても一定量が見込まれるが、土地利用の可逆性が低いこと

に加え、生態系や健全な水循環、景観等にも影響を与えることから、土地利

用の転換は慎重な配慮の下で計画的に行うことが重要である。 

さらに、土地の所有者が、所有地の良好な管理と有効利用に努めることを

基本としつつ、所有者が管理・利用できない場合や所有者の所在の把握が難

しい場合には、所有者以外の者の管理・利用を促進するなど、「所有から利用

へ」の観点に立った方策を検討することも必要である。 

（イ）自然環境・美しい景観等を保全・再生・活用する国土利用 

自然環境と美しい景観等を保全・再生・活用する国土利用については、将

来にわたり保全すべき自然環境や優れた自然条件を有している地域を核とし

て、気候変動による影響も考慮しつつ、自然環境の保全・再生を進め、森、

里、川、海の連環による生態系ネットワークの形成を図り、国民の福利や地

域づくりに資する形での活用を推進する。なお、その際には、国土を形づく

り、国民生活の基盤となる生物多様性及び生態系サービスの保全と持続可能

な利用を基本とする。 

自然環境の活用については、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくり

を進めるため、社会資本整備や土地利用において、自然環境の有する多様な

機能（生物の生息・生育の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等）

を活用したグリーンインフラなどの取組を推進する。また、地域におけるバ

イオマス等の再生可能な資源やエネルギーの確保と循環的な利活用に努める

とともに、このような資源を生み出す里地里山等の良好な管理と資源の利活

用に係る知恵や技術を継承する。さらに、自然公園などの自然資源や、農山

漁村における緑豊かな環境、人と地域の自然との関わりの中ではぐくまれた

伝統や文化等を活かした観光や産品による雇用の創出及び経済循環を通じ

て、都市や農山漁村など、様々な地域間相互の対流を促進するとともに、地

方への移住や「二地域居住」など都市から地方への人の流れの拡大を図る。 

これらに加え、美しい農山漁村、集落やまちなみ、魅力ある都市空間や水

辺空間など、地域の個性ある美しい景観の保全、再生、創出を進めるととも

に、これらを活用した魅力ある地域づくりを進める。あわせて、地球温暖化

への対応や水環境の改善等の観点から健全な水循環を維持し、又は回復する

ための取組を進める。 

その際、国土には希少種等を含む様々な野生生物が生息・生育しているこ

とを踏まえつつ、外来種対策、野生鳥獣被害対策の推進など、生物多様性の

確保と人間活動の調和を図ることなどを通じ、生物多様性に関する取組を社

会に浸透させ、自然環境を保全・再生・活用する国土利用を進める。 

（ウ）安全・安心を実現する国土利用 

 

 

 

 

そのため、森林、原野等、農地、宅地等の相互の土地利用の転換については、

人口減少下においても一定量が見込まれますが、土地利用の可逆性が低いこと

に加え、生態系や健全な水循環、景観等にも影響を与えることから、土地利用

の転換は慎重な配慮の下で計画的に行うことが重要です。 

また、大規模太陽光発電施設や風力発電施設などの再生可能エネルギー関連

施設の設置に際しては、周辺環境への影響の評価を十分行うとともに、周辺の

土地利用状況や防災等に特に配慮します。 

 

 

 

さらに、土地の所有者が、所有地の良好な管理と有効利用に努めることを基

本としつつ、所有者が管理・利用できない場合や所有者の所在の把握が難しい

場合には、所有者以外の者の管理・利用を促進するなどの方策を検討すること

も必要です。 

イ 自然環境や美しい景観を守り活かしていく県土利用 

本県が将来にわたり保全すべき自然環境や優れた自然条件を有していること

を踏まえ、「低炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」の３つの社会の実現に

向けて取り組みます。 

そのため、気候変動による影響も考慮しつつ、自然環境の保全・再生を進め、

森、里、川、海の連環による生態系ネットワークの形成を図ります。その際、

県土を形づくり、県民生活の基盤となる生物多様性及び生態系サービスの保全

と持続可能な利用を重視します。 

持続可能で魅力ある県土づくりや地域づくりを進めるため、社会資本整備や

土地利用において、自然環境の有する多様な機能（生物の生息・生育の場の提

供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等）を活用した取組を推進します。また、

地域におけるバイオマス等の再生可能な資源やエネルギーの確保と循環的な利

活用に努めるとともに、このような資源を生み出す里地里山等の良好な管理と

資源の利活用に係る知恵や技術を継承します。さらに、自然公園などの自然資

源や、農山漁村における緑豊かな環境、人と地域の自然との関わりの中ではぐ

くまれた伝統や文化等を活かした観光や産品による雇用の創出及び経済循環を

通じて、都市や農山漁村など、様々な地域間相互の交流・対流を促進するとと

もに、地方への移住や「二地域居住」など都市から地方への人の流れの拡大を

図ります。 

これらに加え、美しい農山漁村、集落やまちなみ、魅力ある都市空間や水辺

空間、平泉や橋野鉄鉱山等の歴史的遺産や伝統文化など、地域の個性ある美し

い景観の保全、再生、創出を進めるとともに、これらを活用した魅力ある地域

づくりを進めます。あわせて、地球温暖化への対応や水環境の改善等の観点か

ら健全な水循環の維持等の取組を進めます。 

さらに、本県には希少種等を含む様々な野生生物が生息・生育していること

を踏まえつつ、外来種対策、野生鳥獣被害対策の推進など、生物多様性の確保

と人間活動の調和を図ることなどを通じ、生物多様性に関する取組を社会に浸

透させ、自然環境を保全・再生・活用する県土利用を進めます。 

ウ 安全・安心を実現する県土利用 

「岩手県国土強靱化地域計画」に基づき、東日本大震災津波の経験や人口減

少への対応も踏まえながら、いかなる大規模自然災害が発生しても、「致命的な

被害を負わない強さ」と「速やかに回復するしなやかさ」を持った安全・安心

な地域社会の構築に向け、「岩手の強靱化」を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 自然と共生し、循環を基調とした県土利用 

本県の有する豊かな自然環境を次世代に引き継ぐため、すべての県

民の参画と協働により環境の保全を進めるとともに、環境への負荷が

少ない、自然のシステムにかなった県土利用を進め、世界に誇れる「岩

手の環境」の実現を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ)  安全で安心できる県土利用 

災害に対する地域ごとの特性を踏まえた適正な県土の利用を基本と

しつつ、災害時の被害の最小化を図る「減災」の考え方も踏まえ、河

川、海岸、砂防、治山等の県土保全施設・防災施設の整備や災害に強

い道路整備を着実に進めるなど、地域レベルから県レベルまでのそれ
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安全・安心を実現する国土利用については、ハード対策とソフト対策を適

切に組み合わせた防災・減災対策を実施するとともに、災害リスクの把握及

び周知を図った上で、災害リスクの高い地域については、土地利用を適切に

制限することが必要である。その際、規制の対象となる建築物の用途や構造

が災害の特性や地域の状況等に即したものとなるよう配意する。同時に、中

長期的な視点から、高齢者施設等の要配慮者利用施設や災害時に重要な役割

が期待される公共施設等について災害リスクの低い地域への立地を促すこと

により、より安全な地域への居住を誘導する取組を進めることも重要である。 

また、経済社会上、重要な役割を果たす諸機能の適正な配置やバックアッ

プを推進するとともに、交通、エネルギーやライフライン等の多重性・代替

性を確保する。その他、被害拡大の防止、仮置場などの復旧復興の備えとし

てのオープンスペースの確保、農地の保全管理、森林やその他の生態系の持

つ国土保全機能の向上など、地域レベルから国土レベルまでのそれぞれの段

階における取組を通じて国土利用の面からも国土の安全性を総合的に高め、

災害に強くしなやかな国土を構築する。 

 

（エ）複合的な施策の推進と国土の選択的な利用 

このような取組を進めるに当たっては、今後、人口減少や財政制約が継続

する中で、すべての土地について、これまでと同様に労力や費用を投下し、

管理することは困難になることを想定しておく必要がある。特に、人為的に

管理された土地は、放棄されれば自然に戻らず荒廃する可能性もあることか

ら、国土を荒廃させない取組を進めていくことが一層重要となる。 

国土の適切な管理は、国土保全、生物多様性の保全、健全な水循環の維持

又は回復等を通じて、防災・減災や自然との共生等を促進する効果に加え、

これらを通じた持続可能な地域づくりにも効果を発揮する。今後は、自然と

調和した防災・減災の促進など、複合的な効果をもたらす施策を積極的に進

め、国土に多面的な機能を発揮させることで、土地の利用価値を高め、人口

減少下においても、国土の適切な管理を行っていくことが必要である。 

また、適切な管理を続けることが困難な中山間地域の荒廃農地などの土地

については、それぞれの地域の状況に応じて、管理コストを低減させる工夫

とともに、森林など新たな生産の場としての活用や、過去に損なわれた湿地

などの自然環境の再生、希少野生生物の生息地等としての活用など新たな用

途を見いだすことで国土を荒廃させず、むしろ国民にとってプラスに働くよ

うな最適な国土利用を選択するよう努める。 

（オ）多様な主体による国土の国民的経営 

これらの取組は、国等が示す広域的な方針とともに、各地域を取り巻く自

然や社会、経済、文化的条件等を踏まえ、地域の発意と合意形成を基礎とす

る土地利用との総合的な調整の上に実現される。このため、地域住民や市町

村など、地域の様々な主体が自らの地域の土地利用や地域資源の管理のあり

方等について検討するなど、地域主体の取組を促進することが重要である。 

特に、国土管理については、このような地域による取組を基本としつつ、

国土の多面的な価値に応じた公による管理と合わせ、水資源や農林水産資源

など良好な国土の恵みを享受する都市住民や民間企業等の多様な主体の参画

を進める。 

急激な人口減少下においては、将来的には無居住化する地域が拡大するこ

とも想定されることから、国民一人ひとりが国土に関心を持ち、その管理の

一端を担う国民の参加による国土管理（国土の国民的経営）を進めていくこ

そのため、ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせた防災・減災対策を

実施するとともに、災害の特性や地域の状況を踏まえた災害リスクの把握及び

周知を図ります。また、災害リスクの高い地域については、土地利用の適切な

制限や、より安全な地域への諸機能や居住の誘導が重要です。 

 

 

 

 

また、経済社会上、重要な役割を果たす諸機能の適正な配置やライフライン

等の多重性・代替性の確保も必要です。その他、被害拡大の防止、仮置場など

の復旧復興の備えとしてのオープンスペースの確保、農地の保全管理、森林や

その他の生態系の持つ県土保全機能の向上など、地域レベルでの安全性を総合

的に高め、災害に強くしなやかな県土を構築します。 

さらに、本県では、特に、沿岸地域をはじめとして、東日本大震災からの復

旧・復興に向けた取組が途上であり、安全で安心な防災都市・地域づくりの観

点からも、その取組を推進していきます。 

エ 複合的な施策の推進と県土の選択的な利用 

このような取組を進めるに当たって、今後、人口減少や財政制約が継続する

中で、すべての土地について、これまでと同様に労力や費用を投下し、管理す

ることは困難になることを想定しておく必要があります。特に、人為的に管理

された土地は、放棄されれば荒廃する可能性もあることから、県土を荒廃させ

ない取組を進めていくことが一層重要となります。 

そのため、自然と調和した防災・減災の促進など、複合的な効果をもたらす

施策を積極的に進め、県土に多面的な機能を発揮させることで、土地の利用価

値を高め、人口減少下においても、県土の適切な管理を行っていくことが必要

です。 

 

 

また、適切な管理を続けることが困難な荒廃農地などの土地については、そ

れぞれの地域の状況に応じて、管理コストを低減させる工夫が必要です。森林

など新たな生産の場としての活用や、過去に損なわれた湿地などの自然環境の

再生、希少野生生物の生息地等としての活用など新たな用途を見いだすことで、

最適な県土利用を選択するよう努めます。 

 

オ 多様な主体による県土の管理 

これらの取組は、各地域を取り巻く自然や社会、経済、文化的条件等を踏ま

え、地域の発意と合意形成を基礎とする土地利用との総合的な調整の上に実現

されます。このため、地域住民や市町村など、地域の様々な主体が自らの地域

の土地利用や地域資源の管理のあり方等について検討するなど、地域主体の取

組を促進することが重要です。 

また、このような地域による取組を基本としつつ、公による管理と合わせ、

水資源や農林水産資源など良好な県土の恵みを享受する都市住民や民間企業等

の多様な主体の参画も重要です。 

 

急激な人口減少下においては、将来的には無居住化する地域が拡大すること

も想定されることから、県民一人ひとりが県土に関心を持ち、県民参加による

県土管理を進めていくことが、一層、重要となります。 

ぞれの段階で県土の安全性を総合的に高めていきます。 

(ウ) 快適でゆとりある県土利用 

快適な居住環境の中で生き生きと暮らすことができるよう、良好な

生活環境の整備を促進します。また、本県には、平泉等の歴史的遺産

や伝統文化が継承されており、それらが郷土への愛着と誇りをもたら

すものとなっています。そのため、それらの歴史的遺産の保護活動の

推進や、地域の自然や歴史・文化により形づくられた美しい景観や街

並みの保全・形成を図ることにより、誇りうる岩手の文化的魅力の向

上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

ウ 県土利用の総合的マネジメント 

(ア) 総合的な施策の推進 

土地需要の量的調整及び県土利用の質的向上を進めるに当たって

は、都市的土地利用の無秩序な拡大が自然的土地利用に影響を及ぼし

ていることや、農用地、森林、宅地等の個別の土地利用が相互に密接

に関連することなどから、都市計画、農用地の利活用、森林の保全、

自然環境の保全、廃棄物の処理などの県土利用に関する各種施策を総

合的に推進していきます。    

あわせて、慎重な土地利用転換、土地の有効利用と適切な維持管理、

再利用といった一連のプロセスを重視した適正な土地利用を推進しま

す。 

その際、行政区域を越えた土地利用の及ぼす影響を踏まえ、地域間

の適切な調整を図るための取組を促進・支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

(イ) 多様な主体の連携・協働による県土管理 

県土の管理に当たっては、土地所有者以外の者が、それぞれの特長

を生かして県土の管理に参加することにより、県土の管理水準の向上

など直接的な効果だけでなく、地域への愛着のきっかけや、地域にお

ける交流促進、土地所有者の管理に対する関心の喚起など適切な県土

の利用に資する効果が期待できます。 

そのため、国、県、市町村による公的な役割の発揮や所有者等によ

る適切な管理に加え、県民、ＮＰＯ、企業等の多様な主体による森林

づくりや農地の保全管理、良好な市街地環境の保全・形成など、県民

一人ひとりが県土管理の一翼を担う取組を促進していきます。 

あわせて、まちづくりや生産活動など、多くの役割を担っている地

域コミュニティの維持・再生を支援することにより、県土の適切な維

持・管理を促進します。 



- 8 - 

とが、一層、重要となる。 

エ 国土形成計画との連携 

国土形成計画法に基づく国土形成計画(全国計画)は、人口減少・高齢化、巨大

災害の切迫、グローバル化の進展等の下でも、経済成長を続け、国民が安全で

豊かさを実感でき、国際社会の中でも存在感を発揮できる国を目指すこととし

ている。このため、国土の基本構想として、地域間におけるヒト、モノ、カネ、

情報の活発な動きである「対流」を促進する「対流促進型国土」の形成を国土

づくりの目標とし、重層的かつ強靱な「コンパクト＋ネットワーク」の形成や

東京一極集中の是正、地域の特性に即した取組を進めていくこととしている。

このような国土の形成は、本計画により推進される「安全性を高め、持続可能

で豊かな国土を形成する国土利用」と相まってその効果を十分に発揮する。 

オ 今後の国土利用に当たっては、地方分権の進捗状況や国会等の移転の検討状

況等を十分に踏まえる必要がある。 

カ 東日本大震災の被災地(原子力災害に起因する避難指示区域を含む)における

土地利用については、被災地の復興・再生の状況を踏まえ、検討を行う必要が

ある。 

（２）地域類型別の国土利用の基本方向 

   国土の利用に当たっては、各土地利用を個別にとらえるだけでなく、複数

の用途が複合する土地利用を地域類型としてとらえた土地利用の検討が重要

であることから、代表的な地域類型として、都市、農山漁村及び自然維持地

域の国土利用の基本方向を以下のとおりとする。なお、地域類型別の国土利

用に当たっては、相互の関係性にかんがみ、相互の機能分担や対流といった

地域類型間のつながりを双方向的に考慮することが重要である。 

ア 都市 

地方都市や大都市の郊外等においては、人口減少下においても必要な都市機

能を確保するとともに、むしろこの機会をとらえて環境負荷の少ない安全で暮

らしやすい都市の形成を目指すことが重要である。このため、地域の状況等も

踏まえつつ、都市機能や居住を中心部や生活拠点等に集約化するとともに、郊

外に拡大してきた市街地についても、集約するよう誘導していく。その際、低・

未利用地や空き家等の有効利用などにより土地利用の効率化を図る。特に、空

き家については、地方圏の都市のみならず、今後は大都市圏においても郊外を

中心に大幅に増加する可能性が高いため、一層の有効利用を図る必要がある。 

 

また、地域の合意を踏まえ、災害リスクの高い地域への都市化の抑制や既に

主要な都市機能が災害リスクの高い場所に立地している場合は、耐震化等によ

り安全性の向上を促進していくことに加え、災害時の避難場所及びオープンス

ペースの確保に配慮しつつ、より安全な地域に集約を図ることも重要である。

集約化する地域の外側についても、公共サービスのあり方や土地利用等につい

て地域の状況に応じた対応を行う。これらの取組により、より安全で環境負荷

の低いまちづくりを進めるとともに、中心市街地の活性化など、街のにぎわい

を取り戻し、高齢化にも対応した歩いて暮らせるまちづくりなど、地域住民に

とってもメリットを実感できるまちづくりを実現する。 

 

さらに、集約化した都市間のネットワークを充実させることによって、拠点

性を有する複数の都市や周辺の農山漁村の相互の機能分担や対流を促進するこ

とを通じ、効率的な土地利用を図る。新たな土地需要がある場合には、既存の

低・未利用地の再利用を優先させる一方、農林業的土地利用、自然的土地利用

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(２) 地域類型別の県土利用の基本方向 

県土の利用に当たっては、各土地利用を個別にとらえるだけでなく、複数の

用途が複合する土地利用を地域類型としてとらえた土地利用の検討が重要であ

ることから、代表的な地域類型として、都市、農山漁村及び自然維持地域の県

土利用の基本方向を以下のとおりとします。なお、相互の関係性にかんがみ、

相互の機能分担や交流・対流といった地域類型間のつながりを双方向的に考慮

することが重要です。 
 
ア 都市 

都市においては、人口減少下においても必要な都市機能を確保するとともに、

この機会をとらえて環境負荷の少ない安全で暮らしやすい都市の形成を目指す

ことが重要です。このため、地域の状況等も踏まえつつ、郊外への拡大を抑制

し、都市機能や居住を中心部や生活拠点等へ適切に誘導することが重要です。

その際、低・未利用地や空き家等の有効利用などにより土地利用の効率化を図

ります。特に、空き家については、今後大幅に増加する可能性が高いため、一

層の有効利用を図る必要があります。あわせて、郊外部や既存集落等において

も、交通ネットワーク等の充実により、生活に必要な機能を享受することがで

きるよう、地域の状況を踏まえた対応を行います。 

地域の合意を踏まえ、災害リスクの高い地域への都市化の抑制や耐震化等に

よる既存施設の安全性の向上に加え、災害時の避難場所及びオープンスペース

の確保に配慮しつつ、より安全な地域への施設や居住等の誘導も重要です。こ

れらの取組により、より安全で環境負荷の低いまちづくりを進めるとともに、

中心市街地の活性化や高齢化にも対応したまちづくりなど、地域住民にとって

もメリットを実感できるまちづくりを実現します。 

都市防災については、地震等に対して延焼危険性や避難困難性の高い密集市

街地等について、安全性の向上の推進を図ります。また、諸機能の分散配置や

オープンスペースの確保等により、災害に対する安全性を高め、災害に強い都

市構造の形成を図ります。 

また、集約化した都市間のネットワークを充実させることによって、拠点性

を有する複数の都市や周辺の農山漁村の相互の機能分担や交流・対流を促進す

ることを通じ、効率的な土地利用を図ります。新たな土地需要がある場合には、

既存の低・未利用地の再利用を優先させる一方、農林業的土地利用、自然的土

 

エ 地方分権の進展に対応した県土利用 

今後の県土利用に当たっては、住民にとって最も身近な地方自治体で

ある市町村の果たす役割が極めて高くなってきていることから、土地利

用諸規制等に係る市町村への権限移譲を推進するとともに、今後の地方

分権の進捗状況を十分に踏まえる必要があります。 

また、市町村合併の進展を踏まえて、市町村における効率的な土地利

用の促進や各種土地利用計画の策定などについて支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 地域類型別の県土利用の基本方向 

都市、農山漁村、自然維持地域の県土利用の基本方向は次のとおりと

します。 

なお、地域類型別の県土利用に当たっては、各々の土地利用が他の土

地利用に密接に関連することから、各地域類型を別個にとらえるだけで

なく、相互の機能分担、交流・連携といった地域類型間のつながりを双

方向的に考慮するものとします。 
 
ア 都 市 

都市については、人口減少、高齢化の進展等の中で全体としては市街

化の動きが鈍化する見通しです。これをより一層環境負荷の少ない、豊

かで暮らしやすい都市形成の好機ととらえ、低炭素型の都市構造や集約

型都市構造なども視野に入れて、都市における環境を安全かつ健全でゆ

とりあるものとし、あわせて経済社会諸活動を取り巻く状況の変化に適

切に対応できるようにすることが重要となっています。 

これらのことを踏まえ、地域特性を考慮しながらコンパクトな都市づ

くりを推進するなど、誰もが暮らしやすい、持続可能なまちづくりを進

めます。そのため、大規模な集客施設の適切な位置への立地誘導などに

より、地域の実情を踏まえた計画的な土地利用を推進するとともに、良

好な市街地の整備や既成市街地の再開発等による低・未利用地の有効利

用に係る取組を促進します。また、単数又は複数の拠点に各種都市機能

を集積し、隣接する都市及び周辺の農山漁村との機能分担及び有機的に

連結された都市づくりを進めることにより、効率的土地利用を図ります。 

市街化を図るべき区域においては、地域の合意を踏まえ、計画的に良好

な市街地等の整備を図ります。なお、新たな土地需要がある場合には、

既存の低・未利用地の再利用を優先させる一方、農用地や森林を含む自

然的土地利用からの転換は抑制することを基本とし、都市的土地利用と

自然的土地利用との調和を図りながら、周辺の美しい自然と優良な農地

とに囲まれた都市を目指します。 

また、資源・エネルギー利用の効率化や熱環境改善のための緑地・水

面などの積極的な整備・保全などにより環境への負荷が少ない都市形成

を図るとともに、諸機能の分散配置やオープンスペースの確保などによ
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からの転換は抑制する。 

一方、大都市等においては、国際競争力強化の観点から、大街区化等により

必要な業務機能が集積できるよう土地の有効利用・高度利用を図るとともに、

海外からも人や企業を呼び込む魅力ある都市空間の形成に向けた基盤整備、良

好な業務空間、居住空間の確保、魅力あるにぎわい空間の形成及び国内外との

良好なアクセス交通の確保を図る。同時に、うるおいのある都市空間の形成や

熱環境改善等の観点から緑地・水面等の自然環境を確保、改善する。  

都市防災については、大都市、地方都市を問わず、地震等に対して延焼危険

性や避難困難性の高い密集市街地等や、豪雨等に対して浸水対策等が不十分な

地下空間が依然として存在することから、安全性の向上の推進とともに、諸機

能の分散配置やバックアップの整備、地域防災拠点の整備、オープンスペース

の確保、交通・エネルギー・ライフラインの多重性・代替性の確保等により、

災害に対する安全性を高め、災害に強い都市構造・国土構造の形成を図る。 

また、健全な水循環の維持又は回復や資源・エネルギー利用の効率化等によ

り、都市活動による環境への負荷の小さい都市の形成を図る。さらに、美しく

良好なまちなみ景観の形成、豊かな居住環境の創出、緑地及び水辺空間による

生態系ネットワークの形成等を通じた自然環境の保全・再生等により、美しく

ゆとりある環境の形成を図る。 

イ 農山漁村 

農山漁村は、生産と生活の場であるだけでなく、豊かな自然環境や美しい景

観、水源の涵
かん

養など都市にとっても重要な様々な機能を有する。 

このため、農山漁村が国民共有の財産であるという認識の下、地域特性を踏

まえた良好な生活環境を整備するとともに、６次産業化などによる農林水産物

の高付加価値化や新たな木材需要の創出等を通じた農林水産業の成長産業化等

によって雇用促進や所得向上を図り、総合的に就業機会を確保すること等によ

り、健全な地域社会を築く。 

また、急激な人口減少により生活サービス機能等の維持が困難になると見込

まれる中山間地域等の集落地域においては、日常生活に不可欠な施設や地域活

動を行う場を歩いて動ける範囲に集め、周辺地域と公共交通などのネットワー

クでつないだ「小さな拠点」の形成を進めることが有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地利用からの転換は抑制します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健全な水循環の維持又は回復や資源・エネルギー利用の効率化等により、都

市活動による環境への負荷の小さい都市の形成を図ります。加えて、美しく良

好なまちなみ景観の形成、豊かな居住環境の創出、緑地及び水辺空間による生

態系ネットワークの形成等を通じた自然環境の保全・再生等により、美しくゆ

とりある環境の形成を図ります。 

イ 農山漁村 

農山漁村は、生産と生活の場であるだけでなく、豊かな自然環境や美しい景

観、水源の涵
かん

養など都市にとっても重要な様々な機能を有します。 

生産と生活の場という観点からは、地域特性を踏まえた良好な生活環境を整

備するとともに、６次産業化などによる農林水産物の高付加価値化や新たな木

材需要の創出等を通じた農林水産業の成長産業化等によって雇用促進や所得向

上を図ります。 

農業にあっては、農業経営の高度化や生産の効率化、生産基盤の整備等によ

り経営体質の強化を進めるなど、高い所得を安定的に確保できる経営体を育成

するとともに、安全・安心で高品質な農産物の生産を拡大していくため、生産

性・市場性の高い産地づくりの推進や、高品質・安定生産のための高度な生産

技術の開発・普及等により、消費者から信頼・支持される全国トップレベルの

ブランド産地の確立を図ります。 

 

林業にあっては、地域の森林経営を担う経営体を育成することなどにより、

管理の行き届かない森林を適切に整備していくとともに、ＮＰＯや地域住民、

企業など多様な主体による森林整備を支援するなど、社会全体が支える森林づ

くりを進めます。 

  さらに、地産地消や食育等の推進を通じて、消費者にも食料供給源としての

農地・森林の重要性についての認識を深めてもらうとともに、地域コミュニテ

ィの維持・再生を図ることにより、農地・森林等の適切な利用と管理を促進し

ます。 

本県には、平泉の文化遺産の一部を構成するとともに、国の重要文化的景観

にも選定されている一関本寺地区や胆沢扇状地の散居集落を始めとした特色あ

る農村景観が残されていることから、それら美しい農山漁村景観の維持・形成

を図ります。あわせて、二次的自然としての農山漁村において、生物の生息空

間を適切に確保・配置することにより生態系の維持・形成を図ります。 

 

り災害に強い都市形成を図ります。さらに、歴史的・伝統的な建築物や

美しい街並みの保全等による歴史・文化継承や豊かな居住環境の創出等

により、地域コミュニティの維持された快適でゆとりある都市環境の形

成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 農山漁村 

農山漁村については、生産と生活の場であるだけでなく、豊かな自然

環境や美しい景観を有するなど、県民共有の財産であるという認識の下、

農林水産業の持つ多面的機能を生かした生産基盤と生活基盤の一体的な

整備を進めます。また、生産活動と地域住民の生活環境が調和するよう、

地域特性を踏まえた整備を図るとともに、都市との機能分担や交流・連

携を促進することによる効率的な土地利用を図ります。 

 

農業にあっては、日本の食を守る「食料供給基地岩手」の確立を図る

ため、農業生産基盤の整備と利用の高度化を促進します。そのため、本

県で受け継がれてきた「結い」の精神に支えられた地域ぐるみの取組を

生かしながら、集落内の合意に基づいた担い手への面的な農用地の利用

集積を促進するとともに、地域特性を考慮しながら施設野菜や冬春野菜

の導入等による生産性の高いビジネスモデルの確立・普及を促進するこ

とにより、効果的な土地利用を図ります。 

  林業にあっては、本県の林業をリードする経営体を育成することなど

により、管理の行き届いた森林を適正に整備していくとともに、NPOや地

域住民、企業など多様な主体による森林整備を支援するなど、社会全体

が支える森林づくりを進めます。 

  さらに、地産地消や食育等の推進を通じて、消費者にも食料供給源と

しての農用地・森林の重要性についての認識を深めてもらうとともに、

地域コミュニティの維持・再生を図ることにより、農用地・森林等の適

切な利用と管理を促進します。 

  一方、本県には、平泉の文化遺産の一部を構成するとともに、国の重

要文化的景観にも選定されている一関本寺地区や胆沢扇状地の散居集落

を始めとした特色ある農村景観が残されていることから、それら美しい

農山漁村景観の維持・形成を図ります。あわせて、二次的自然としての

農山漁村において、生物の生息空間を適切に確保・配置することにより

生態系の維持・形成を図ります。 
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このような取組とともに、健全な水循環の維持又は回復、農業の担い手への

農地の集積・集約、農地の良好な管理、野生鳥獣被害への対応、森林資源の循

環利用や森林の適切な整備及び保全を進めること等により、農山漁村における

集落を維持し、良好な国土管理を継続させるとともに美しい景観を保全・創出

する。同時に、長い歴史の中で農林業など人間の働きかけを通じて形成されて

きた里地里山などの二次的自然に適応した野生生物の生息・生育環境を適切に

維持管理するとともに、「田園回帰」の流れも踏まえつつ、都市との機能分担や

地方への移住・二地域居住などを含む共生・対流を促進する。 

このような国土管理の取組は、農山漁村において地域資源と再生可能エネル

ギーを持続的に利活用する仕組みを構築することにもつながり、これにより、

地域経済の活性化や災害リスクの低減、さらには災害時における被災地への食

料供給等にも貢献することが期待される。 

農地と宅地が混在する地域においては、地域住民の意向に配慮しつつ、農村

地域の特性に応じた良好な生産及び生活環境の一体的な形成を進め、農業生産

活動と地域住民の生活環境が調和するよう、地域の状況に応じた計画的かつ適

切な土地利用を図る。 

 

 

 

 

ウ 自然維持地域 

高い価値を有する原生的な自然地域、野生生物の重要な生息・生育地及び優

れた自然の風景地など、自然環境を保全、維持すべき地域については、都市や

農山漁村を含めた生態系ネットワークの中核的な役割を果たすことから、野生

生物の生息・生育空間の適切な配置や連続性を確保し、これにより気候変動へ

の順応性の高い生態系の確保を図りつつ、自然環境が劣化している場合は再生

を図ること等により、適正に保全する。その際、外来種の侵入や野生鳥獣被害

等の防止に努めるとともに、自然環境データの整備等を総合的に図る。 

また、適正な管理の下で、自然の特性を踏まえつつ自然体験・学習等の自然と

のふれあいの場としての利用を図るなど、都市や農山漁村との適切な関係の構

築を通じて、生物多様性に関する取組を社会に浸透させ、自然環境の保全・再

生・活用を進める。 

 

 

 

 

（３）利用区分別の国土利用の基本方向 

  利用区分別の国土利用の基本方向は以下のとおりとする。なお、各利用区分

を個別にとらえるだけでなく、相互の関連性にも十分留意する必要がある。 

 

 

ア 農地 

農地は国民生活を支える食料等の生産基盤であることから、食料の安定供給

に不可欠な優良農地の確保を図る。また、不断の良好な管理を通じて国土保全

や自然環境保全等の農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るとともに、環

境への負荷の低減に配慮した農業生産の推進を図る。その際、農業生産の効率

を高め、安定した農業の担い手を確保するため、農地の大区画化等や農地中間

その際、健全な水循環の維持又は回復、農業の担い手への農地の集積・集約、

地域協働等による農地の良好な管理、野生鳥獣被害への対応、森林資源の循環

利用や森林の適切な整備及び保全を進めること等により、集落の維持、良好な

県土管理、美しい景観の保全・創出を図ります。同時に、里地里山などの二次

的自然に適応した野生生物の生息・生育環境を適切に維持管理します。 

また、農山漁村において地域資源と再生可能エネルギーを持続的に利活用す

る仕組みを構築することで、地域経済の活性化や災害リスクの低減、さらには

災害時における被災地への食料供給等にも貢献することが期待されます。 

これらの取組と並行して、「田園回帰」の流れも踏まえつつ、都市との機能分

担や地方への移住・二地域居住などを含む共生・対流を促進します。 

 

 

農地と宅地が混在する地域においては、地域住民の意向に配慮しつつ、地域

の特性に応じた良好な生産及び生活環境の一体的な形成を進め、農業生産活動

と地域住民の生活環境が調和するよう、地域の状況に応じた計画的かつ適切な

土地利用を図ります。 

一方、急激な人口減少により生活サービス機能等の維持が困難になる中山間

地域等の集落地域においては、日常生活に不可欠な施設や地域活動を行う場を

歩いて動ける範囲に集め、周辺地域と公共交通などでつなぐ「小さな拠点」の

形成を進めることが有効と考えられます。 

ウ 自然維持地域 

本県には、高い価値を有する原生的な自然地域、野生生物の重要な生息・生

育地があり、それらが都市や農山漁村を含めた生態系ネットワークの中核的役

割を果たすことも踏まえ、その改変は原則として避け、保全に万全を期すると

ともに、その適切な配置や連続性の確保を図ります。また、必要かつ効果的な

環境保全措置がとれるよう自然環境データの整備等を総合的に図るとともに、

自然環境が劣化している場合は再生を図ること等により、適正に保全します。

その際、外来種の侵入や野生鳥獣被害等の防止に努めます。 

また、適正な管理の下で、自然の特性を踏まえつつ自然体験・学習等の自然

とのふれあいの場としての利用を図るなど、都市や農山漁村との適切な関係の

構築を通じて、生物多様性に関する取組を社会に浸透させ、自然環境の保全・

再生・活用を進めます。 

 

 

 

 

(３) 利用区分別の県土利用の基本方向 

利用区分別の県土利用の基本方向は以下のとおりとします。なお、各利用区

分を個別にとらえるだけでなく、「県民の暮らしを支える県土利用」、「自然環境

や美しい景観を守り活かしていく県土利用」、「安全・安心を実現する県土利用」

といった横断的な観点や相互の関連性に十分留意する必要があります。 

ア 農地 

食料の安定供給に不可欠な優良農地の確保、荒廃農地の解消等を図ります。

また、不断の良好な管理を通じて県土の保全や自然環境保全等の農業の有する

多面的機能の維持・発揮を図るとともに、環境への負荷の低減に配慮した農業

生産の推進を図ります。その際、農業生産の効率を高め、安定した農業の担い

手を確保するため、農地の大区画化等や農地中間管理機構等の活用による農地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、農地や宅地等が混在する地域においては、地域住民の意向に配

慮しながら、農村地域の特性に応じた良好な生産及び生活環境の一体的

な形成を進め、農業生産活動と地域住民の生活環境が調和するよう計画

的・適切な土地利用を図ります。 

 

 

 

 

ウ 自然維持地域 

高い価値を有する原生的な自然の地域や野生生物の重要な生息・生育

地については、動植物の生息・生育環境の改変は原則として避け、保全

に万全を期するとともに、その生息・生育空間の適切な配置や連続性を

確保します。 

また、優れた自然の風景地など、自然環境の保全を旨として維持すべ

き地域については、自然環境の適正な保全を図ります。 

なお、開発等により自然環境が著しく改変されているなど劣化してい

る場合は、残された自然の保全を図るとともに、自然環境の修復・育成

に努めます。 

また、地域住民にとって身近な自然や自然公園等については、適正な

管理の下で、自然の特性を踏まえつつ自然体験・学習等の自然とのふれ

あいの場としての利用を図ります。 

  あわせて、本県の豊かな自然や恵まれた自然条件を生かして、環境に

やさしい新エネルギーの積極的な導入を促進するため、自然と共生した

調和のとれた土地利用を図ります。 

 (３) 利用区分別の県土利用の基本方向 

利用区分別の県土利用の基本方向は以下のとおりとします。なお、各

利用区分を別個にとらえるだけでなく、「自然と共生し、循環を基調とし

た県土利用」「安全で安心できる県土利用」「快適でゆとりある県土利用」

といった横断的な観点や相互の関連性に十分留意する必要があります。 

ア 農用地 

効率的な利用と生産性の向上に努めるとともに、国の内外における農

産物の長期的な需給動向を考慮し、日本の食を守る「食料供給基地岩手」

の確立に向けた農業生産力の維持強化、必要な農用地の確保と整備を図

るとともに、気象や立地条件などそれぞれの地域に適合した農用地の利

用を図ります。 
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管理機構等の活用による農地の集積・集約を推進するとともに、担い手に集中

する水路等の管理を地域コミュニティで支える活動を支援する。 

中山間地域などの条件不利地域では、地域ぐるみの農地等の管理に加え、他

の地域の担い手が農地管理を行う「通い耕作」といった営農形態や都市と農村

の共生・対流など地域間の対流の促進による管理も含め、地域の状況に応じた

多様な主体による役割分担のあり方について検討する。 

市街化区域内農地については、良好な都市環境の形成及び災害時の防災空間

の確保の観点からも、計画的な保全と利用を図る。 

イ 森林 

森林については、温室効果ガス吸収源対策、生物多様性保全への対応、国内

外の木材の需給動向等を踏まえ、国土の保全、水源の涵
かん

養などに重要な役割を

果たす森林の整備及び保全を進める。 

 

 

その際、森林境界の明確化、施業や経営の委託等を含め、所有者の責任で適切

な森林の整備及び保全を図るとともに、急傾斜地等の立地条件が悪い森林等に

おいては、公的な関与による整備及び保全を推進する。さらに、企業など多様

な主体による整備及び保全についても促進する。 

また、戦後に植林した森林が本格的な利用期を迎えていることから、この機

会をとらえ、将来にわたり森林がその多面的機能を発揮できるよう、国産材の

利用拡大等を通じた森林資源の循環利用や、森林の整備及び保全を推進する。 

都市及びその周辺の森林については、良好な生活環境を確保するため、積極

的に緑地としての保全及び整備を図るとともに、農山漁村集落周辺の森林につ

いては、地域社会の活性化に加え多様な国民的要請に配慮しつつ、適正な利用

を図る。さらに、原生的な森林や希少な野生生物が生息・生育する森林等自然

環境の保全を図るべき森林については、その適正な維持・管理を図る。 

 

 

 

ウ 原野等 

原野等のうち、湿原、草原など野生生物の生息・生育地等貴重な自然環境を

形成しているものについては、生態系及び景観の維持等の観点から保全を基本

とし、劣化している場合は再生を図る。その他の原野及び採草放牧地について

は、地域の自然環境を形成する機能に十分配慮しつつ、適正な利用を図る。 

 

エ 水面・河川・水路 

水面・河川・水路については、地域における安全性向上のための河川等の整

備と適切な管理、より安定した水供給のための水資源開発、水力電源開発、農

業用用排水施設の整備等に要する用地の確保を図るとともに、施設の適切な維

持管理・更新や水面の適正な利用を通じて、既存用地の持続的な利用を図る。 

また、水系は生態系ネットワークの重要な基軸となっていることを踏まえ、

これらの整備に当たっては、河川の土砂供給や栄養塩類の循環、水質汚濁負荷

など、流域の特性に応じた健全な水循環の維持又は回復等を通じ、自然環境の

保全・再生に配慮するとともに、自然の水質浄化作用、野生生物の多様な生息・

生育環境、魅力ある水辺空間、都市における貴重なオープンスペース及び熱環

境改善等多様な機能の維持・向上を図る。 

の集積・集約を推進するとともに、農地等の管理を地域コミュニティで支える

活動を支援します。 

中山間地域などの条件不利地域では、地域ぐるみの農地等の管理に加え、他

の地域の担い手が農地管理を行う「通い耕作」といった営農形態や都市と農村

の共生・対流など地域間の交流・対流の促進による管理も含め、地域の状況に

応じた多様な主体による役割分担のあり方も課題です。 

都市における農地については、良好な都市環境の形成及び災害時の防災空間

の確保の観点からも、計画的な保全と利用を図ります。 

イ 森林 

森林については、「県土水源保全森林」、｢生態系保全森林｣、「生活環境保全森

林」、「資源循環利用森林」の本県独自の４区分により、森林の有する多面的な

機能を将来にわたり高度に発揮させるため、発揮を期待する機能に応じた施業

を実施し、多様で健全な森林の整備と保全を図ります。 

特に、森林の持つ二酸化炭素の吸収・固定機能に対する期待が高まってきて

いることから、森林の利用と保全を両立させた森林経営への取組を推進します。 

その際、森林境界の明確化、施業や経営の委託等を含め、所有者等が適切な

森林の整備及び保全を図るとともに、急傾斜地等の立地条件が悪い森林等にお

いては、公的な関与による整備及び保全を推進します。さらに、企業など多様

な主体による整備及び保全についても促進します。 

また、戦後に植林した森林が本格的な利用期を迎えていることから、国産材

の利用拡大等を通じた森林資源の循環利用や、森林の整備及び保全を推進しま

す。 

都市及びその周辺の森林については、良好な生活環境を確保するため、積極

的に緑地としての保全及び整備を図るとともに、農山漁村集落周辺の森林につ

いては、地域社会の活性化等に配慮しつつ、適正な利用を図ります。さらに、

原生的な森林や希少な野生生物が生息・生育する森林等自然環境の保全を図る

べき森林については、その適正な維持・管理を図ります。 

あわせて、本県の豊かな自然や恵まれた自然条件を生かして、再生可能エネ

ルギーの積極的な導入を促進するなど、自然と共生した調和のとれた土地利用

を図ります。 

ウ 原野等 

湿原、草原など野生生物の生息・生育地等として貴重な自然環境を形成して

いるものについては、生態系及び景観の維持等の観点から保全を基本とし、劣

化している場合は再生を図ります。その他の原野及び採草放牧地については、

地域の自然環境を形成する機能に十分配慮しつつ、適正な利用を図ります。 

 

エ 水面・河川・水路 

地域における安全性向上のための河川等の整備と適切な管理、より安定した

水供給のための水資源開発、水力電源開発、農業用用排水施設の整備等に要す

る用地の確保を図るとともに、施設の適切な維持管理・更新や水面の適正な利

用を通じて、既存用地の持続的な利用を図ります。 

また、水系は生態系ネットワークの重要な基軸となっていることを踏まえ、

これらの整備に当たっては、河川の土砂供給や栄養塩類の循環、水質汚濁負荷

など、流域の特性に応じた健全な水循環の維持又は回復等を通じ、自然環境の

保全・再生に配慮します。あわせて、自然の水質浄化作用、野生生物の多様な

生息・生育環境、魅力ある水辺空間、都市における貴重なオープンスペース及

び熱環境改善等多様な機能の維持・向上を図ります。 

また、不断の良好な管理を通じた県土保全等、農業の有する多面的機

能が高度に発揮されるよう配慮するとともに、環境への負荷の低減に配

慮した農用地の利用を図ります。 

近年増加している耕作放棄地は、地域の実情に応じて、営農再開や保

全管理等の措置を講じることによりその解消と適切な管理を図ります。 

都市における農地については、良好な都市環境の形成の観点からも、

保全を視野に入れ、計画的な利用を図ります。 

 

イ 森林  

森林については、「県土水源保全森林」、｢生態系保全森林｣、「生活環境

保全森林」、「資源循環利用森林」の本県独自の４区分により、将来世代

が多面的機能を享受できるよう、森林の重視すべき機能に応じた施業を

実施し、多様で健全な森林の整備と保全を図ります。 

特にも、森林の持つ二酸化炭素の吸収・固定機能に対する期待が高ま

ってきていることから、森林の利用と保全を両立させた森林経営への取

組を推進します。 

都市及びその周辺の森林については、良好な生活環境を確保するため、

積極的に緑地や里山林としての保全及び整備を図ります。 

農山漁村集落周辺の森林については、地域社会の活性化に加え水源涵

養や土砂災害防止をはじめとした多様な要請に配慮しつつ、適正な利用

を図ります。さらに、原生的な森林や貴重な動植物が生息・生育する森

林等自然環境の保全を図るべき森林については、その適正な維持・管理

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 原野  

原野のうち、湿原や水辺部周辺の植生など野生生物の生息・生育地等

として貴重な自然環境を形成しているものについては、生態系及び景観

の維持等の観点から保全を基本とし、劣化している場合は育成・修復を

図ります。その他の原野については、地域の自然環境を形成する機能に

十分配慮しつつ、適正な利用を図ります。 

エ 水面・河川・水路 

河川氾濫地域における安全性の確保、より安定した水供給のための水

資源開発、水力電源開発、農業用用排水路の整備等に要する用地の確保

を図るとともに、施設の適切な維持管理・更新や水面の適正な利用を通

じて、既存用地の持続的な利用を図ります。 

また、水面、河川及び水路の整備に当たっては、流域の特性に応じた

健全な水循環系の構築等を通じ、自然環境の保全に配慮します。あわせ

て、自然の水質浄化作用、生物の多様な生息・生育環境、うるおいのあ

る水辺環境、都市における貴重なオープンスペース、熱環境改善等多様

な機能の維持・向上を図ります。 
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オ 道路 

道路のうち、一般道路については、地域間の対流を促進するとともに、災害

時における輸送の多重性・代替性を確保し、国土の有効利用及び安全・安心な

生活・生産基盤の整備を進めるため、必要な用地の確保を図るとともに、施設

の適切な維持管理・更新を通じて、既存用地の有効利用を図る。 

 

また、整備に当たっては、道路の安全性、快適性や防災機能の向上に配慮す

るとともに、環境の保全にも十分配慮することとし、特に市街地においては、

道路緑化の推進等により、良好な沿道環境の保全・創造に努める。 

 

 

農道及び林道については、農林業の生産性向上並びに農地及び森林の適正な

管理を図るため、必要な用地の確保を図るとともに、施設の適切な維持管理・

更新を通じて既存用地の持続的な利用を図る。農道及び林道の整備に当たって

は、自然環境の保全に十分配慮する。 

 

カ 住宅地 

住宅地については、人口減少社会に対応した秩序ある市街地形成や豊かな住

生活の実現の観点から、住宅周辺の生活関連施設の整備を計画的に進めながら、

耐震・環境性能を含めた住宅ストックの質の向上を図り、良好な居住環境を形

成する。その際、地域の状況を踏まえつつ、都市の集約化に向けて居住を中心

部や生活拠点等に誘導したり、災害リスクの高い地域での整備を適切に制限す

る。 

住宅地の整備に際しては、世帯数が計画期間中に減少に転じると見込まれる

ため、土地利用の高度化、低・未利用地や空き家の有効利用及び既存住宅スト

ックの有効活用を優先し、自然的土地利用等からの転換は抑制しつつ、必要な

用地を確保する。   

キ 工業用地 

工業用地については、グローバル化や情報化の進展等にともなう工場の立地

動向、産業・物流インフラの整備状況及び地域産業活性化の動向等を踏まえ、

環境の保全等に配慮しつつ、必要な用地の確保を図る。 

また、工場移転や業種転換等にともなって生ずる工場跡地については、土壌

汚染調査や対策を講じるとともに、良好な都市環境の整備等のため、有効利用

を図る。さらに、工場内の緑地、水域やビオトープなどが希少な植物や水生生

物等の生育・生息環境となっている場合もあるため、その保全に配慮するとと

もに、企業等による自主的な取組を促進させる仕組みを検討する。 

ク その他の宅地 

その他の宅地については、市街地の再開発などによる土地利用の高度化、都

市の集約化に向けた諸施設の中心部や生活拠点等への集約、災害リスクの高い

地域への立地抑制及び良好な環境の形成に配慮しつつ、事務所・店舗用地につ

いて、経済のソフト化・サービス化の進展等に対応して、必要な用地の確保を

図る。 

また、大規模集客施設の立地については、都市構造への広域的な影響や地域

の景観との調和等を踏まえ、地域の判断を反映した適正な立地を確保する。 

公共施設については、建て替えなどの機会をとらえ、地域の災害リスクに十分

配慮しつつ、中心部等での立地を促進させることにより、災害時の機能を確保

するとともに、より安全な地域への市街地の集約化を促進させる。 

オ 道路 

一般道路については、地域間の交流・対流を促進するとともに、災害時にお

ける輸送の多重性・代替性を確保するため、内陸部と沿岸部とを結ぶ道路の整

備等を進め、そのために必要な用地の確保を図ります。また、施設の適切な維

持管理・更新を通じて、既存用地の有効利用を図ります。 

 

整備に当たっては、道路の安全性、快適性や防災機能の向上に配慮するとと

もに、環境の保全にも十分配慮することとし、特に市街地においては、道路緑

化の推進等により、良好な沿道環境の保全・創造に努めます。 

 

 

農道及び林道については、農林業の生産性向上並びに農地及び森林の適正な

管理を図るため、必要な用地の確保を図るとともに、施設の適切な維持管理・

更新を通じて既存用地の持続的な利用を図ります。また、自然環境の保全にも

十分配慮します。 

 
カ 住宅地 

住宅地については、人口減少社会に対応した秩序ある市街地形成や豊かな住

生活の実現の観点から、住宅周辺の生活関連施設の整備を計画的に進めながら、

耐震・環境性能を含めた住宅ストックの質の向上を図ります。その際、地域の

状況を踏まえつつ、日常生活サービスが充足される中心部や生活拠点等に居住

を誘導したり、災害リスクの高い地域での整備を適切に制限します。 

 

住宅地の整備に際しては、世帯数が計画期間中に減少に転じると見込まれる

ため、土地利用の高度化、低・未利用地や空き家の有効利用及び既存住宅スト

ックの有効活用を優先し、自然的土地利用等からの転換は抑制しつつ、必要な

用地を確保します。 

キ 工業用地 

ものづくり基盤産業の高度化、自動車関連産業・半導体関連産業等の集積及

び地場産業の振興を図るため、環境の保全等に配慮しつつ、必要な用地の確保

を図ります。 

また、工場移転や業種転換等にともなって生ずる工場跡地については、土壌

汚染調査や対策を講じるとともに、良好な都市環境の整備等のため、有効利用

を図ります。さらに、工場内の緑地、水域やビオトープなどが希少な植物や水

生生物等の生育・生息環境となっている場合もあるため、その保全に配慮する

とともに、企業等による自主的な取組を促進させる仕組みも重要です。 

ク その他の宅地 

事務所・店舗用地については、市街地の再開発などによる土地利用の高度化

等に配慮しつつ、経済のソフト化・サービス化の進展等に対応して、必要な用

地の確保を図ります。 

 

 

また、大規模集客施設の立地については、都市構造への広域的な影響や中心

市街地に与える影響、地域の景観との調和等を踏まえ、地域の判断を反映した

適正な場所への立地を確保します。 

公共施設については、建て替えなどの機会をとらえ、地域の災害リスクに十

分配慮しつつ、中心部等での立地を促進させることにより、災害時の機能を確

オ 道路 

一般道路については、地域産業の振興等を図るため、内陸部と沿岸部

とを結ぶ道路や生活関連道路などの整備を進めるなど、必要な用地の確

保を図ります。 

また、施設の適切な維持管理・更新を通じて、既存用地の持続的な利

用を図ります。 

一般道路の整備に当たっては、道路の安全性、快適性等の向上並びに

防災機能の向上及び公共・公益施設の収容機能等の発揮に配意するとと

もに、環境の保全に十分配慮します。特に市街地においては、環境施設

帯の設置、道路緑化の推進等により、良好な沿道環境の保全・創造に努

めます。 

また、農道及び林道については、農林業の生産性向上、農用地・森林

の適正な管理及び農山村の生活環境の整備を促進するため、必要な用地

の確保を図ります。また、整備に当たっては、自然環境の保全に十分配

慮するとともに、施設の適切な維持管理・更新を通じて既存用地の持続

的な利用を図ります。 

カ 住宅地 

成熟化社会にふさわしい豊かな住生活の実現、秩序ある市街地形成の

観点から、耐震・環境性能を含めた住宅ストックの質の向上を図ります。 

また、住宅周辺の生活関連施設の整備を計画的に進めながら、良好な

居住環境が形成されるよう、必要な用地の確保を図ります。 

さらに、災害に関する地域の自然的・社会的特性を踏まえた適切な県

土利用を図るとともに、特に都市部においては、環境の保全に配慮しつ

つ低・未利用地の有効利用によるオープンスペースの確保、道路の整備

など、安全性の向上とゆとりある快適な環境の確保を図ります。 

 
 
キ 工業用地  

ものづくり基盤産業の高度化、自動車関連産業・半導体関連産業等の

集積及び地場産業の振興を図るため、環境の保全等に配慮しつつ工業生

産に必要な用地の確保を図ります。 

また、工場移転等に伴って生じた工場跡地については、土壌汚染調査

や対策を講じるとともに、良好な都市環境の整備等のため、有効利用を

図ります。 

 

 

ク その他の宅地  

事務所・店舗用地については、市街地の再開発や中心市街地における

都市福利施設の整備及び商業の活性化等に配慮しつつ、経済のソフト

化・サービス化の進展等に対応して、必要な用地の確保を図ります。 

 

 

また、郊外への大規模な集客施設の立地については、都市構造への広

域的な影響や中心市街地に与える影響等を踏まえ、地域の合意形成や地

域の景観との調和などにも留意しつつ、適切な場所への立地誘導を図り

ます。 

公用・公共施設用地については、施設の整備に当たり、耐災性の確保
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ケ その他（公用・公共用施設の用地） 

以上のほか、文教施設、公園緑地、交通施設、環境衛生施設及び厚生福祉施

設などの公用・公共用施設の用地については、国民生活上の重要性とニーズの

多様化を踏まえ、環境の保全に配慮して、必要な用地の確保を図る。また、施

設の整備に当たっては、耐災性の確保と災害時における施設の活用に配慮する

とともに、施設の拡散を防ぐ観点から空き家・空店舗の再生利用や街なか立地

に配慮する。 

コ その他（低・未利用地） 

低・未利用地のうち、工場跡地など、都市の低・未利用地は、居住用地や事

業用地等として再利用を図るほか、公共用施設用地や避難地等の防災用地、自

然再生のためのオープンスペース等、居住環境の向上や地域の活性化に資する

観点から積極的な活用を図る。 

農山漁村の荒廃農地は、作付・再生可能なものについては所有者等による適

切な管理に加え、多様な主体の直接的・間接的な参加の促進等により、農地と

しての活用を積極的に図る。再生困難な荒廃農地については、それぞれの地域

の状況に応じて森林等新たな生産の場としての活用や、自然環境の再生を含め

農地以外への転換を推進する。 

また、ゴルフ場やスキー場等の比較的大規模な跡地は、森林への転換を進め

るほか、周辺の自然環境や景観等への影響や災害リスク、地形等へ配慮しつつ、

有効利用を図る。その際、近隣地域住民の生活環境と調和するよう、用途や撤

退時の対応等を含め地域の状況に応じた計画的かつ適切な土地利用を図る。 

 

 

 

サ その他（沿岸域） 

 

 

 

沿岸域については、漁業、海上交通、レクリエーション等各種利用への多様

な期待があることから、自然的・地域的特性及び経済的・社会的動向を踏まえ、

海域と陸域との一体性に配慮しつつ、長期的視点に立った総合的利用を図る。

この場合、環境の保全と国民に開放された親水空間としての適正な利用や津

波・高潮等の災害リスクに配慮する。 

また、沿岸域は、陸域と海域の相互作用により特有の生態系を有しているた

め、多様な藻場・干潟、サンゴ礁などを含む浅海域や海岸等の自然環境の保全・

再生により、沿岸域の有する生物多様性の確保を図るとともに良好な景観を保

全・再生する。併せて漂着ごみ対策、汚濁負荷対策を図り、また漂流・海底ご

み対策の推進を図るよう努めるとともに、国土の保全と安全性の向上に資する

ため、海岸の保全を進める。 

 

２．国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要 

（１）国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 

ア 計画の基準年次は平成 24年とし、目標年次は、平成 37年とする。 

イ 国土の利用に関して基礎的な前提となる人口と一般世帯数については、平

保するとともに、より安全な地域への市街地の集約化を促進させます。その際、

既存ストックの有効活用や中心市街地の空洞化の抑制等の観点から、空屋・空

店舗の再生利用や街なかへの立地を誘導するなど、計画的な整備を行います。 

ケ その他（公用・公共用施設） 

以上のほか、文教施設、公園緑地、交通施設、環境衛生施設及び厚生福祉施

設などの公用・公共用施設の用地については、県民の生活上の重要性とニーズ

の多様化を踏まえ、環境の保全に配慮して、必要な用地の確保を図ります。ま

た、施設の整備に当たっては、耐災性の確保と災害時における施設の活用に配

慮するとともに、施設の拡散を防ぐ観点から空き家・空店舗の再生利用や街な

か立地に配慮します。 

コ その他（低・未利用地） 

工場跡地など、都市の低・未利用地は、居住用地や事業用地等として再利用

を図るほか、公共用施設用地や避難地等の防災用地、自然再生のためのオープ

ンスペース等、居住環境の向上や地域の活性化に資する観点から積極的な活用

を図ります。 

農山漁村の荒廃農地は、作付・再生可能なものについては所有者等による適

切な管理に加え、多様な主体の直接的・間接的な参加の促進等により、農地と

しての活用を積極的に図ります。再生困難な荒廃農地については、それぞれの

地域の状況に応じて森林等新たな生産の場としての活用や、自然環境の再生を

含め農地以外への転換を推進します。 

また、ゴルフ場やスキー場等の比較的大規模な跡地は、森林への転換を進め

るほか、周辺の自然環境や景観等への影響や災害リスク、地形等へ配慮しつつ、

有効利用を図ります。その際、近隣地域住民の生活環境と調和するよう、用途

や撤退時の対応等を含め地域の状況に応じた計画的かつ適切な土地利用を図り

ます。 

さらに、被災した土地について、適切に土地利用転換を行うなど、土地の有

効利用を図ることが重要です。 

サ その他（沿岸域） 

本県では、沿岸地域をはじめとして、東日本大震災津波からの復旧・復興に

向けた取組が途上であり、安全で安心な防災都市・地域づくりの観点からも、

その取組を推進していきます。 

その際、漁業、海上交通、レクリエーション等各種利用への多様な期待があ

ることから、自然的・地域的特性及び経済的・社会的動向を踏まえ、海域と陸

域との一体性に配慮しつつ、長期的視点に立った総合的利用を図ります。また、

環境の保全と国民に開放された親水空間としての適正な利用や津波・高潮等の

災害リスクに配慮します。 

また、沿岸域は、陸域と海域の相互作用により特有の生態系を有しているた

め、多様な藻場・干潟などを含む浅海域や海岸等の自然環境の保全・再生によ

り、沿岸域の有する生物多様性の確保を図るとともに良好な景観を保全・再生

します。併せて漂着ごみ対策、汚濁負荷対策を図り、また漂流・海底ごみ対策

の推進を図るよう努めるとともに、県土の保全と安全性の向上に資するため、

海岸の保全を進めます。 

 

３ 県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及び地域別の概要 

(１) 区分ごとの規模の目標 

 ア 計画の基準年次は平成25年とし、目標年次は平成37年とします。 

  

と災害時における施設の活用に配慮するとともに、既存ストックの有効

活用や中心市街地の空洞化の抑制等の観点から、空屋・空店舗の再生利

用や街なかへの立地を誘導するなど、計画的な整備を行います。 

ケ レクリエーション用地 

価値観の多様化や観光の振興、自然とのふれあい志向の高まりを踏ま

え、自然環境の保全を図りつつ、地域の振興等を総合的に勘案して、計

画的な整備と有効利用を進めます。その際、森林、河川、沿岸域等の余

暇空間としての利用や施設の適切な配置とその広域的な利用に配慮しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コ  沿岸域 

 

 

 

   漁業、海上交通、レクリエーション等各種利用への多様な期待がある

ことから、自然的・地域的特性及び経済的・社会的動向を踏まえ、海域

と陸域との一体性に配慮しつつ、長期的視点に立った総合的利用を図り

ます。この場合、環境の保全と県民に開放された親水空間としての適正

な利用に配慮します。 

また、沿岸域の多様な生態系及び景観の保全や漂着ゴミ対策、汚濁負

荷対策を図るとともに、県土の保全と安全性の向上に資するため、海岸

の保全を図ります。 

 

 

 

 

３ 県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要 

(１) 県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 

ア 計画の目標年次は、平成 29 年とし、基準年次は平成 17年とします。 
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成 37年において、それぞれおよそ 1億 2,070万人、およそ 5,200万世帯と想

定する。 

ウ 国土の利用区分は、農地、森林、宅地等の地目別区分とする。 

 

エ 国土の利用区分ごとの規模の目標については、将来人口や各種計画等を前

提とし、利用区分別の現況と変化についての調査に基づき、利用区分別に必

要な土地面積を予測し、土地利用の実態との調整を行い、定めるものとする。 

 

オ 国土の利用の基本構想に基づく平成 37年の利用区分ごとの規模の目標は、

次表のとおりである。これらの数値については、今後の経済社会の不確定さ

等にかんがみ、弾力的に理解されるべき性格のものである。 

 

 

（表 国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標）〔※省略〕 

 

 

（２）地域別の概要 

ア 地域別の利用区分ごとの規模の目標を定めるに当たっては、土地、水、自

然などの国土資源の有限性を踏まえ、地域の個性や多様性を活かしつつ、必

要な基礎条件を整備し、国土全体の調和ある有効利用とともに環境の保全が

図られるよう、適切に対処しなければならない。 

イ 地域の区分は、三大都市圏（埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、愛知、三

重、京都、大阪、兵庫及び奈良の 11 都府県をいう。）及び地方圏（三大都市

圏以外の 36 道県をいう。）とする。 

（注） 地域の区分については、三大都市圏は、東京都区部、名古屋市及び

大阪市・京都市・神戸市を中心とする圏域の広がりとの関連でとらえるこ

とのできる土地利用の動向等を考慮して、都道府県を単位として区分し

た。地方圏は、それ以外の道県とした。 

ウ 計画の目標年次、基準年次、国土の利用区分及び利用区分ごとの規模の目

標を定める方法は、（１）に準ずるものとする。平成 37 年における三大都市

圏の人口はおよそ 6,400万人程度、地方圏の人口はおよそ 5,700万人程度を

前提とする。 

エ 平成 37年における国土の利用区分ごとの規模の目標の地域別の概要は、次

のとおりである。 

（ア） 農地については、効率的な利用と生産性の向上に努めることにより、

国内の農業生産力の維持強化を図ることとし、三大都市圏においては 56

万 ha、地方圏においては 384万 ha程度となる。 

（イ）森林については、適切な整備及び保全を図ることとし、三大都市圏に

おいては 316万 ha、地方圏においては 2,194万 ha程度となる。 

（ウ）原野等については、地方圏において 33万 ha程度となる。 

（エ）水面・河川・水路については、三大都市圏において 19万 ha、地方圏に

おいて 116万 ha程度となる。 

（オ）道路については、三大都市圏において 29万 ha、地方圏において 113万

ha程度となる。 

（カ）宅地のうち、住宅地は、我が国の世帯数の伸びが計画期間中に減少に

転じること、中古住宅や空き家の利活用が進むことを想定し、三大都市

圏において 40万 ha、地方圏において 76万 ha程度となる。 

 

 

イ 県土の利用区分は、農地、森林、宅地等の地目別区分とします。 

 

 ウ 県土の利用区分ごとの規模の目標については、将来人口や各種計画等を前

提とし、利用区分別の現況と変化についての調査に基づき、利用区分別に必

要な土地面積を予測し、土地利用の実態との調整を行い、定めるものとしま

す。 

エ 県土の利用の基本構想に基づく平成 37 年の利用区分ごとの規模の目標は、

次表のとおりです。これらの数値については、今後の経済社会の不確定さ等

にかんがみ、弾力的に理解されるべき性格のものです。 

 

 

（表 県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標）〔※省略〕 

 

 

(２) 地域別の概要 

地域別の利用区分ごとの規模の目標を定めるに当たっては、土地、水、自然

などの県土資源の有限性を踏まえ、地域の個性や多様性を活かしつつ、必要な

基礎条件を整備し、県土全体の調和ある有効利用とともに環境の保全が図られ

るよう、適切に対処するものとします。また、東日本大震災津波の経験を踏ま

え、災害から地域住民を守るため、砂防・急傾斜地崩壊対策、治山対策、津波

緊急対策等の防災施設及び復興道路等の計画的な整備を図ります。 

地域の区分は、産業の類似性等に着目して、別表に掲げる「県央地域」「県南

地域」「沿岸地域」「県北地域」の４地域とし、明確な顔を持った地域として、

それぞれの地域の競争力・自立性を高め、地域の経済基盤の確立に向けた取組

を進めていきます。 

その際、地域住民、ＮＰＯ、市町村などの参画のもと、地域力を結集して取

り組んでいきます。また、各地域間の交流・対流による相乗効果にも留意する

とともに、効果が他の地域にも波及するよう努めます。 

ア 県央地域 

  県都盛岡市を中心に高次の都市機能・学術研究機能が集積しており、本県は

もとより北東北３県の産業・経済活動の拠点としての役割を担っています。  

 

  そのため、学術研究機能の集積を生かしたＩＴ産業、ものづくり産業の創出

のため、需要に応じた産業立地基盤の整備を促進します。 

  農業にあっては、農業経営体の事業拡大等により収益力を向上させるととも

に、産地や組織の担い手の確保や生産基盤の整備、維持及び保全の計画的な推

進、平野部から山間地帯までの多様な立地条件を生かした園芸・畜産等の地域

ブランドの確立を促進することにより、農地の適切な利用と確保を図ります。 

 林業にあっては、県内最大の木材消費地でもあることから、地域材の利用拡

大や計画的な「森林の若返り」に向けて、低コスト造林の促進、林内路網の整

備、担い手の育成、地域ブランド材の活用などにより、健全な森林の維持・保

全を促進します。 

  高次都市機能の充実やユニバーサルデザイン・景観に配慮したまちづくりを

推進するとともに、汚水処理施設等の整備により、快適な都市環境、生活環境

の形成を図ります。 

 

 

イ  県土の利用区分は、農用地、森林、宅地等の地目別区分及び市街地

とします。 

ウ  県土の利用区分ごとの規模の目標については、利用区分別の県土の

利用の現況と変化についての調査に基づき、将来人口や各種計画等を

参考に利用区分別に必要な土地面積を予測し、土地利用の実態との調

整を行い定めるものとします。 

エ 県土の利用の基本構想に基づく平成 29 年の利用区分ごとの規模の

目標は、次表のとおりです。 

オ  なお、以下の数値については、今後の経済社会の変化等に対応して、

弾力的に取り扱うべき性格のものです。 

 

（表 県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標）〔※省略〕 

 

 

(２) 地域別の概要 

地域別の土地利用に当たっては、地域の個性や多様性を生かしつつ地

域間の均衡ある発展を図る観点から、県土全体の調和ある有効利用及び

環境の保全が図られるよう、適切に対処するものとします。 

 

 

 

地域の区分は、産業の類似性等に着目して、別表に掲げる「県央地域」

「県南地域」「沿岸地域」「県北地域」の４地域とし、明確な顔を持った

地域として、それぞれの地域の競争力・自立性を高め、地域の経済基盤

の確立に向けた取組を進めていきます。 

その際、地域住民、ＮＰＯ、市町村などの参画のもと、地域力を結集

して取り組んでいきます。また、各地域間の交流・連携による相乗効果

にも留意するとともに、効果が他の地域にも波及するよう努めます。 

ア 県央地域 

  県都盛岡市を中心に高次の都市機能・学術研究機能が集積しており、

本県はもとより北東北３県の産業・経済活動の拠点としての役割を担っ

ています。  

  そのため、学術研究機能の集積を生かしたＩＴ産業、ものづくり産業

の創出のため、需要に応じた産業立地基盤の整備を促進します。 

  農業にあっては、農用地の利用集積などにより、効率的・安定的な農

業経営体の育成を図るとともに、水田地帯から畑作地帯までの多様な生

産条件を生かし、特別栽培米や園芸・畜産の地域ブランドの確立を促進

することにより、農用地の適切な利用と確保を図ります。 

  林業にあっては、県内最大の木材消費地でもあることから、地域材の

利用拡大や経営意欲の低下した森林所有者に代わって地域の森林経営を

担っていく地域けん引型経営体の育成、木質バイオマスの利用促進等を

通じた林業の振興により、健全な森林の維持・保全を促進します。 

  高次都市機能の充実やユニバーサルデザイン・景観に配慮したまちづ

くりを推進するとともに、汚水処理施設等の整備により、快適な都市環

境、生活環境の形成を図ります。 



- 15 - 

     工業用地については、三大都市圏において 5万 ha、地方圏において 10

万 ha程度となる。 

     その他の宅地については、三大都市圏において 18万 ha、地方圏におい

て 41万 ha程度となる。 

（キ）その他については、三大都市圏において 56万 ha、地方圏において 273

万 ha程度となる。 

（ク）人口集中地区（市街地）の面積については、人口減少となるものの人

口密度は一定程度保たれると想定することから、三大都市圏において 64

万 ha、地方圏において 57万 ha程度となる。 

（ケ）上記利用区分別の規模の目標については、ウで前提とした両圏別の人

口に関して、なお変動があることも予想されるので、流動的な要素があ

ることに留意しておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、十和田八幡平国立公園など優れた自然環境に恵まれていることから、

それらを適正に保全します。 

イ 県南地域 

  本県で最も工業集積が進んでいるとともに県内有数の農業地帯となっていま

す。また、平泉の文化遺産などの観光資源にも恵まれています。 

  本地域では、本県最大の工業集積を世界的視野で進めるため、需要に応じて

自動車・半導体関連産業等の産業立地基盤の整備を促進します。あわせて、産

業振興を支援するため、内陸の工業団地と港湾を結ぶ道路等の整備を推進しま

す。 

  農業にあっては、本県農業の中核的地域であることから、農地の利用集積な

どにより、効率的・安定的な農業経営体の育成を図るとともに、良食味米の低

コスト生産の推進、園芸・畜産の産地拡大及び生産性向上、県オリジナル水稲

新品種や和牛等のブランドの評価向上、地域協働による農地等の生産基盤の保

全管理等を促進することにより、農地の適切な利用と確保を図ります。 

  林業にあっては、地域けん引型林業経営体の育成や路網の整備などを通じて、

生産性の高い素材生産を促進するとともに、森林病害虫等の対策を講じながら、

計画的な造林など適切な森林施業を実施することにより、健全な森林の維持・

保全を促進します。 

また、平泉の文化遺産や栗駒国定公園、早池峰国定公園などの優れた歴史的・

文化的遺産や自然環境については、適正に保全します。 

ウ 沿岸地域 

  東日本大震災津波からの復興に取り組む沿岸地域には、わが国を代表する海

岸美を誇る三陸復興国立公園をはじめとした、優れた自然環境や漁業資源に恵

まれています。また、近年、電子部品製造関連産業の立地集積が進みつつあり

ます。一方、地域の約９割が森林であり、団地を形成する広がりのある農地が

限られているため、農業依存度が相対的に低くなっています。また、生産条件

が不利な農地が多く、担い手農家への農地の利用集積が進んでいないことなど

から農地の減少が大きくなっています。 

  そのため、農業にあっては、農地の利用集積などにより、効率的・安定的な

農業経営体の育成を図るとともに、夏季冷涼、冬季温暖など地域特性を生かし

た園芸づくりや畜産の振興を図ることにより、農地の適切な利用と確保を図り

ます。また、地域内の農林水産物を有効活用し、付加価値生産性の高い食産業

を構築するため、食品加工業など関連産業の立地基盤の整備を促進します。 

 

 

  林業にあっては、県内屈指の大型木材加工工場が立地していることから、地

域けん引型林業経営体の育成や、素材生産者・加工業者・工務店等の連携によ

る木材安定供給体制の整備を図るとともに、乾しいたけ・林間ワサビなどの地

域ブランド化を通じた林業の振興により、健全な森林の維持・保全を促進しま

す。 

  工業にあっては、精密機械関連産業のさらなる集積を進めるとともに、港湾

活用型産業や自動車関連産業の誘致等の県南地域からの二次展開の誘導による

ものづくり産業の集積のため、需要に応じた産業立地基盤の整備を促進します。 

 

 

 

 

また、十和田八幡平国立公園など優れた自然環境に恵まれていること

から、それらを適正に保全します。 

イ 県南地域 

  本県で最も工業集積が進んでいるとともに県内有数の農業地帯となっ

ています。また、平泉の文化遺産などの観光資源にも恵まれています。 

  本地域では、本県最大の工業集積を世界的視野で進めるため、需要に

応じて自動車・半導体関連産業等の産業立地基盤の整備を促進します。

あわせて、産業振興を支援するため、内陸の工業団地と港湾を結ぶ道路

等の整備を推進します。 

  農業については、本県農業の中核的地域であることから、農用地の利

用集積などにより、効率的・安定的な農業経営体の育成を図るとともに、

良食味米の低コスト生産の推進、麦・大豆等の土地利用型作物の定着拡

大、園芸作物の導入や和牛ブランド産地づくりを促進することにより、

農用地の適切な利用と確保を図ります。 

  林業にあっては、地域けん引型経営体の育成や地域材の利用拡大を図

るため、生産・流通・販売等が一体となった総合的な木材供給体制を強

化するとともに、きのこ・山菜類等の生産拡大などを通じた林業の振興

により、健全な森林の維持・保全を促進します。 

また、平泉の文化遺産や栗駒国定公園、早池峰国定公園などの優れた

歴史的・文化的遺産や自然環境については、適正に保全します。 

ウ 沿岸地域 

  わが国を代表する海岸美を誇る陸中海岸をはじめとした、優れた自然

環境や漁業資源に恵まれています。また、近年、精密機械関連産業の立

地集積が進みつつあります。一方、地域の約９割が森林であり、団地を

形成する広がりのある農地が限られているため、農業依存度が相対的に

低くなっています。また、生産条件が不利な農地が多く、担い手農家へ

の農用地の利用集積が進んでいないことなどから農用地の減少が大きく

なっています。 

  そのため、農業にあっては、農用地の利用集積などにより、効率的・

安定的な農業経営体の育成を図るとともに、冬季温暖で夏季冷涼な気候

を生かし、収益性の高いハウス栽培等の施設型の野菜や花き（観賞用の

草花・花木等）の生産拡大や畜産の振興を図ることにより、農用地の適

切な利用と確保を図ります。また、地域内の農林水産物を有効活用し、

付加価値生産性の高い食産業を構築するため、食品加工業など関連産業

の立地基盤の整備を促進します。 

  林業にあっては、県内屈指の大型木材加工工場が立地していることか

ら、地域けん引型経営体の育成や、素材生産者・加工業者・工務店等の

連携による木材安定供給体制の整備を図るとともに、乾しいたけ・林間

ワサビなどの地域ブランド化を通じた林業の振興により、健全な森林の

維持・保全を促進します。 

  工業にあっては、精密機械関連産業のさらなる集積を進めるとともに、

港湾活用型企業や自動車関連企業等の誘致や県南地域からの二次展開の

誘導により、ものづくり産業の集積を図ることとし、需要に応じた産業

立地基盤の整備を促進します。 

  また、高い確率での発生が予想される宮城県沖地震等による災害から

地域住民を守るため、砂防・急傾斜地崩壊対策、治山対策、津波緊急対

策等の防災施設の計画的な整備を図ります。 
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３．２．に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要 

  国土の利用は、本計画に基づき、公共の福祉を優先させるとともに、地域を

とりまく自然や社会、経済、文化的条件等を踏まえて総合的かつ計画的に進め

る必要がある。 

このため、土地の所有者は、良好な土地管理と有効な土地利用に努めるとと

もに、国等は、各種の規制措置、誘導措置等を通じた総合的な対策を実施する。 

なお、本計画は、国、地方公共団体などの公的主体に加え、地域住民や民間企

業、ＮＰＯ、学術研究者などの多様な主体の活動により実現される。以下に掲

げる措置は、それら多様な主体の参画と、各主体間の適切な役割分担に基づき

実施されるものである。 

また、三陸復興国立公園など優れた自然環境に恵まれていることから、それ

らを適正に保全します。 

エ 県北地域 

  冷涼な気候を生かした農林水産物が生産されているほか、漆などの特産品が

あります。また、平庭高原などの豊かな自然環境にも恵まれ、特色ある農山漁

村文化が形成されています。 

 

 

農業にあっては、やませに代表される夏季冷涼な気候を活かし、ほうれんそ

うやレタス等の園芸品目や豊富な草資源の活用による畜産の生産拡大、やまぶ

どうや雑穀等地域特産品目の生産拡大と６次化の推進により、農地の適切な利

用と確保を図ります。 

復旧した被災農地や基盤整備地区においては、農地の利用集積を促進し、集

落営農組織の育成等効率的な生産体制の確立や、農業･農村の持つ多面的機能の

維持・発揮のため、荒廃農地の解消と有効活用に取り組みます。 

 

 

林業にあっては、意欲ある林業経営体による適切な森林整備や多様な需要へ

対応できる木材生産体制の整備を促進するとともに、木炭の生産体制強化、乾

しいたけの販売促進、質の高い漆資源確保などを通じた林業の振興により健全

な森林の維持・保全を促進します。 

  工業にあっては、産業支援機関との連携による企業支援や、港湾等の地域特

性を生かした企業誘致活動により、ものづくり産業の集積を促進し、需要に応

じた産業立地基盤の整備を促進します。 

さらに、歴史的・経済的に深いつながりのある八戸圏域との広域的な交流・

連携を通じて、地域経済の活性化を図ります。  

 

 

 

また、久慈平庭県立自然公園など優れた自然環境に恵まれていることから、

それらを適正に保全します。 

 

なお、地域別の利用区分ごとの規模の目標の概要は次表のとおりです。 

 

（表 地域別の利用区分ごとの規模の目標の概要）〔※省略〕 

 

 

４ ２及び３に掲げる事項を達成するための必要な措置の概要 

  県土の利用は、本計画に基づき、公共の福祉を優先させるとともに、地域を

とりまく自然や社会、経済、文化的条件等を踏まえて総合的かつ計画的に進め

る必要があります。 

そのために、まずは、土地の所有者が、良好な土地管理と有効な土地利用に

努める必要があります。そして、国や岩手県・市町村は、各種の規制措置、誘

導措置等を通じた総合的な対策を実施します。なお、本計画は、公的主体に加

え、地域住民や民間企業、ＮＰＯ、学術研究者などの多様な主体の活動により

実現されるものであり、以下に掲げる措置は、それら多様な主体の参画と、各

主体間の適切な役割分担に基づき実施されるものです。 

さらに、陸中海岸国立公園など優れた自然環境に恵まれていることか

ら、それらを適正に保全します。 

エ 県北地域 

  冷涼な気候を生かした農林水産物が生産されているほか、漆などの特

産品があります。また、平庭高原などの豊かな自然環境にも恵まれ、特

色ある農山漁村文化が形成されています。しかしながら、生産条件が不

利な農地が多く、担い手農家への農用地の利用集積が進んでいないこと

などから農用地の減少が大きくなっています。 

  そのため、農業にあっては、農用地の利用集積などにより、効率的・

安定的な農業経営体の育成を図るとともに、豊富な草資源の活用などに

よる畜産の振興や夏季冷涼な気候等を生かし、園芸作物、工芸作物、雑

穀等の特徴ある地域特産品の生産拡大を図ることにより、農用地の適切

な利用と確保を図ります。   

また、地域に豊富にある発酵鶏糞等の有機物資源を活用し、地域循環

型農業生産の拡大に努めるとともに、ヤマブドウ・雑穀等の地域特産物

の有効活用により、付加価値生産性の高い食産業を構築するため、食品

加工業など関連産業の立地基盤の整備を促進します。 

  林業にあっては、地域けん引型経営体の育成を図るとともに、アカマ

ツ材や乾しいたけ、木炭等の販路拡大、生産量・品質ともに日本一の浄

法寺漆のブランド化や生産量確保などを通じた林業の振興により健全な

森林の維持・保全を促進します。 

  工業にあっては、産業支援機関との連携による企業支援や、港湾等の

地域特性を生かした企業誘致活動により、ものづくり産業の集積を促進

し、需要に応じた産業立地基盤の整備を促進します。 

さらに、歴史的・経済的に深いつながりのある八戸圏域との広域的な

交流・連携を通じて、地域経済の活性化を図ります。  

また、高い確率での発生が予想される宮城県沖地震等による災害から

地域住民を守るため、砂防・急傾斜地崩壊対策、治山対策、津波緊急対

策等の防災施設の計画的な整備を図ります。 

さらに、久慈平庭県立自然公園など優れた自然環境に恵まれているこ

とから、それらを適正に保全します。 

 

なお、地域別の利用区分ごとの規模の目標の概要は次表のとおりです。 

 

（表 地域別の利用区分ごとの規模の目標の概要）〔※省略〕 

 

 

４ ２及び３に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要 

２及び３に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要は、次のと

おりです。 

これらの措置については、「自然と共生し、循環を基調とした県土利用」

「安全で安心できる県土利用」「快適でゆとりある県土利用」等の観点を

総合的に勘案した上で実施を図る必要があります。 

(１) 公共の福祉の優先 

土地については、公共の福祉を優先させるとともに、その所在する地

域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に応じて適正な利用が図

られるよう努めます。このため、各種の規制措置、誘導措置等を通じた
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（１）土地利用関連法制等の適切な運用 

  国土利用計画法及びこれに関連する土地利用関係法の適切な運用並びに、本

計画、国土利用計画都道府県計画、同市町村計画など、土地利用に関する計画

による土地利用の計画的な調整を通じ、適正な土地利用の確保と国土資源の適

切な管理を図る。特に、土地利用基本計画においては、都道府県は地域が主体

となった土地利用を推進するため基礎自治体である市町村の意向を十分に踏ま

えるとともに、土地利用の影響の広域性を踏まえた地方公共団体など、関係機

関相互間の適切な調整を図ることにより、土地利用の総合調整を積極的に行う。 

これらの取組を支援するため、国は地域の土地利用のあり方の検討に資する

基礎的情報等を提供する。 

（２）国土の保全と安全性の確保 

 

ア 国土の保全と安全性の確保のため、自然災害への対応として、流域内の土

地利用との調和、生態系の有する多様な機能の活用等にも配慮した治水施設

等の整備を通じ、より安全な国土利用への誘導を図るとともに、国土保全施

設の整備と維持管理を推進する。 

また、より安全な地域への居住等の誘導に向け、災害リスクの高い地域の

把握、公表を積極的に行うとともに、地域の状況等を踏まえつつ、災害リス

クの低い地域への公共施設等の立地による誘導や、関係法令に基づいた土地

利用制限を行う規制区域の指定を促進する。加えて、主体的な避難を促進す

る観点から、ハザードマップの作成、配布や防災教育の体系的な実施、避難

訓練等を推進する。 

 

さらに、渇水等に備えるためにも、水の効率的な利用と有効利用、水イン

フラ（河川管理施設、水力発電施設、農業水利施設、工業用水道施設、水道

施設、下水道施設等）の適切かつ戦略的な維持管理・更新や安定した水資源

の確保のための総合的な対策を推進する。 

イ 森林の持つ国土保全と安全性の確保に果たす機能の向上を図るため、適切

な保育、間伐などの森林整備を推進するとともに、山地災害の発生の危険性

が高い地区の的確な把握に努め、保安林の適切な指定・管理や治山施設の整

備等を推進する。その際、流域保全の観点からの関係機関との連携や地域に

おける避難体制の整備などのソフト対策との連携を通じた効果的な事業の実

施を図る。 

 

【再掲】 

（４）自然環境の保全・再生・活用と生物多様性の確保 

オ 自然生態系が有する非常時の防災・減災機能や、その機能の利用による長

期的なコストの評価や検証等を行い、各地域の特性に応じた計画や事業を通

じて、自然生態系を積極的に活用した防災・減災対策を推進する。 

 

 

 

 

 

ウ 中枢管理機能やライフライン等の安全性を高めるため、代替機能や各種デ

ータ等のバックアップ体制の整備等を推進するとともに、基幹的交通、エネ

 

(１) 土地利用関連法制等の適切な運用 

  国土利用計画法及びこれに関連する土地利用関係法の適切な運用並びに、国

土利用計画全国計画、同岩手県計画、同市町村計画など、土地利用に関する計

画による土地利用の計画的な調整を通じ、適正な土地利用の確保と県土資源の

適切な管理を図ります。特に、土地利用基本計画においては、都道府県は地域

が主体となった土地利用を推進するため基礎自治体である市町村の意向を十分

に踏まえるとともに、土地利用の影響の広域性を踏まえた地方公共団体など、

関係機関相互間の適切な調整を図ることにより、土地利用の総合調整を積極的

に行います。 

 

(２) 県土の保全と安全性の確保 

ア 自然災害への対応 

県土の保全と安全性の確保のため、自然災害への対応として、東日本大震

災津波の経験を踏まえ、より安全な県土利用への誘導を図るとともに、河川、

海岸、砂防、治山等の県土保全・防災施設や災害に強い道路の整備と維持管

理を着実に進めます。また、より安全な地域への居住等の誘導に向け、以下

のような取組を推進します。 

・ 災害リスクの高い地域の把握、公表の積極的な実施 

・ 地域の状況等を踏まえつつ、災害リスクの低い地域への公共施設等の立

地による誘導 

・ 関係法令に基づいた土地利用制限を行う規制区域の指定の促進 

・ 主体的な避難を促進する観点から、ハザードマップの作成、配布や防災

教育の体系的な実施、避難訓練等の推進 

さらに、渇水等に備えるためにも、水の効率的かつ有効な利用、水インフ

ラ（河川管理施設、水力発電施設、農業水利施設、工業用水道施設、水道施

設、下水道施設等）の適切かつ戦略的な維持管理・更新や安定した水資源の

確保のための総合的な対策を推進します。 

イ 自然生態系の活用等による県土保全と安全性の確保 

 森林の持つ県土の保全と安全性の確保に果たす機能の向上を図るため、適

切な保育、間伐などの森林整備を推進するとともに、山地災害の発生の危険

性が高い地区の的確な把握に努め、保安林の適切な指定・管理や治山施設の

整備等を推進します。その際、流域保全の観点からの関係機関との連携や地

域における避難体制の整備などのソフト対策との連携を通じた効果的な事業

の実施を図ります。 

 

 

このような自然生態系が有する非常時の防災・減災機能、その機能の利用

による長期的なコストの評価や検証等を行い、各地域の特性に応じた計画や

事業を通じて、自然生態系を積極的に活用した防災・減災対策を推進します。 

ウ ライフライン等の安全性の強化 

 県土の安全性を高めるため、以下のような取組を推進します。 

 

 

 

・ 代替機能や各種データ等のバックアップ体制の整備等の推進 

・ 基幹的交通、エネルギー供給、電力供給ネットワーク、通信ネットワー

総合的な対策の実施を図ります。 

(２) 国土利用計画法等の適切な運用 

国土利用計画法及びこれに関連する土地利用関係法の適切な運用によ

り、また、本計画や市町村計画等の地域の土地利用に関する計画を基本

として、土地利用の計画的な調整を推進し、適正な土地利用の確保を図

ります。その際、土地利用の影響の広域性を踏まえ、地方公共団体等関

係行政機関相互間の適切な調整を図ります。 

 

 

 

 

(３) 県土の保全と安全性の確保 

ア 防災に配慮した県土利用 

県土の保全と安全性の確保のため、次の事項に配慮した適正な県土利

用への誘導を図り、河川、海岸、砂防、治山等の県土保全・防災施設整

備や災害に強い道路整備を着実に進めます。  

・ 水系ごとの河川・ダム等の治水施設等の整備と流域内の土地利用と

の調和 

・ 地形等の自然条件と土地利用配置との適合性 

・ 風水害・豪雪・高潮、火山噴火及び地震・津波への対応 

  また、渇水に備えるため、水利用の合理化、水に対する意識の高揚、

安定した水資源の確保等の総合的な対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

イ 適正な森林管理 

森林の持つ県土の保全と安全性の確保に果たす機能の向上を図るた

め、流域を基本的な単位とする地域特性に応じた間伐の実施等による森

林の整備や保安林の適切な管理、治山施設の整備等を進め、森林の管理

水準の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 県土の総合的な安全性の向上 

県土レベルでの安全性を高めるため、基幹的交通・通信ネットワーク

の代替性の確保や諸機能の分散等を推進します。 

一方、地域レベルにおける安全性を高めるため、次のような施策を推

進します。 

・ 市街地等における災害に配慮した県土利用への誘導  

・ 県土保全施設や地域防災拠点の整備 
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ルギー供給拠点、電力供給ネットワーク、通信ネットワーク及び上下水道等

の多重性・代替性の確保を図る。また、日本海側と太平洋側との連携を進め

ること等により、国土レベルでの多重性・代替性を確保する。 

エ 都市における安全性を高めるため、市街地等において、地下空間に対する

河川や内水の氾濫防止対策、津波による甚大な被害が想定される地域におけ

る拠点市街地等の整備、公園・街路等の活用による避難地・避難路の整備、

住宅・建築物の耐震化、災害時の業務継続に必要なエネルギーの自立化・多

重化、及び道路における無電柱化などの対策を進める。 

 

（３）持続可能な国土の管理 

 

ア 都市の集約化に向け、地域の状況に応じ、行政、医療・介護、福祉、商業

等の都市機能や居住の都市中心部や生活拠点等への誘導等を推進する。また、

高齢者等の移動手段が確保されたまちづくりを進めるとともに、公共交通機

関の再生・活性化等によるネットワークの整備を行う。 

生活サービス機能等の維持が困難と見込まれる中山間地域等の集落地域にお

いては、「小さな拠点」の形成を推進するため、地域の状況に応じ、日常生活

に不可欠な施設等を歩いて動ける範囲に集め、周辺地域と公共交通などのネ

ットワークでつなぐ取組を進める。 

 

イ 食料の安定供給に不可欠な優良農地を確保するとともに国土保全等の多面

的機能を発揮させるため、農業の担い手の育成・確保と営農等の効率化に向

けて農地の大区画化等の農業生産基盤の整備や農地中間管理機構等を活用し

た農地の集積・集約を推進するとともに、担い手に集中する水路等の管理を

地域コミュニティで支える活動を支援する。 

また、利用度の低い農地について、農地のリース方式による企業の農業参

入や、不作付地の解消、裏作作付の積極的拡大等、有効利用を図るために必

要な措置を講ずる。さらに、農業の雇用促進と６次産業化などによる農林水

産物の高付加価値化の取組等を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク及び上下水道等のライフラインの多重性・代替性等の確保 

・ 内陸部と沿岸部の連携の強化 

 

 また、都市における安全性を高めるため、市街地等において、以下のよう

な取組を推進します。 

・ 地下空間に対する河川や内水の氾濫防止対策 

・ 津波による甚大な被害が想定される地域における拠点市街地等の整備 

・ 公園・街路等の活用による避難地・避難路の整備 

・ 住宅・建築物の耐震化、道路における無電柱化 

(３) 持続可能な県土の管理 

ア 環境負荷が少なく安全で暮らしやすいまちの形成 

環境負荷が少なく歩いて暮らせるまちづくりを進めるため、地域の状況に応

じ、行政、医療・介護、福祉、商業等の都市機能や居住の都市中心部や生活拠点

等への誘導等を推進します。また、高齢者等の移動手段が確保されたまちづくり

を進めるとともに、公共交通機関の再生・活性化等によるネットワークの整備を

行います。 

生活サービス機能等の維持が困難になる中山間地域等の集落地域において

は、地域の状況に応じ、日常生活に不可欠な施設等を歩いて動ける範囲に集め、

周辺地域と公共交通などのネットワークでつなぐ取組を進めます。 

イ 農地の多面的機能の発揮 

食料の安定供給に不可欠な優良農地を確保するとともに県土の保全等の多面

的機能を発揮させるため、農業の担い手の育成・確保と営農等の効率化に取り組

みます。そのため、地域の合意に基づき、農地の大区画化等の農業生産基盤の整

備や農地中間管理機構等を活用した農地の集積・集約を推進するとともに、地域

協働による農地等の管理を支援します。 

利用度の低い農地については、農地のリース方式による企業の農業参入や、不

作付地の解消、裏作作付の積極的拡大等、有効利用を図るために必要な措置を講

じます。さらに、農業の雇用促進と６次産業化などによる農林水産物の高付加価

値化の取組等を支援します。 

荒廃農地は、農業生産力の維持強化のみならず、県土の有効利用及び環境の

保全の観点から、農業上重要な地域を中心にその解消と発生防止を推進します。 

 

そのため、荒廃農地の実態を把握の上、地域の実情に応じて、営農再開、保

全管理、非農業的利用等の解消法別に分類し、次のような取組を支援します。 

 

○ 営農再開（基盤整備による営農再開含む） 

・ 認定農業者等担い手や集落営農組織等の育成支援と利用集積の促進 

・ 企業等の参入の促進 

・ 未整備農地の関連事業による条件整備等の促進 

・ 放牧や自給飼料生産への転換など畜産的な活用の促進 

 

○ 保全管理 

  ・ 集落等を中心とした協働の取組による農地、農業用水や農村環境の保全 

  ・ 中山間地域における農業生産活動を通じた発生防止  

  ・ 市民農園や滞在型農園の整備等の支援 

 

○ 非農業的利用 

・ 諸機能の分散配置 

・ オープンスペースの確保 

・ ライフラインの多重化・多元化 

また、洪水の危険地域、土砂災害警戒区域等についての情報を提供す

ることにより、安全性を考慮した適正な土地利用への誘導を図ります。 

 

 

 

【対比のため、位置を変更して記載】 

(６) 土地の有効利用の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 農用地 

農業生産基盤の整備を計画的に推進するとともに、集落内の合意に基

づき、担い手への農用地の利用集積を図ります。また、基幹となる担い

手農家を中心としながら、小規模・兼業農家も参加する「結い」の精神

に支えられたいわて型の集落営農を推進することにより、効率的・安定

的な経営体の育成を図り、農用地の有効活用を図ります。 

利用度の低い農用地については、農業生産法人以外の法人のリース方

式による農業参入や、不作付地の解消、裏作作付の積極的拡大等、有効

利用を図るために必要な措置を講じます。 

 

耕作放棄地は、農業生産力の維持強化のみならず、県土の有効利用及

び環境の保全の観点から、農業上重要な地域を中心にその解消と発生防

止を推進します。 

そのため、耕作放棄地の実態を把握の上、地域の実情に応じて、営農

再開、保全管理、非農業的利用等の解消法別に分類し、次のような取組

を支援します。 

○ 営農再開（基盤整備による営農再開含む） 

・ 認定農業者等担い手や集落営農組織等の育成支援と利用集積の促   

進 

・ 企業等の参入の促進 

・ 未整備農地の関連事業による条件整備等の促進 

・ 放牧や自給飼料生産への転換など畜産的な活用の促進 

○ 保全管理 

  ・ 集落等を中心とした協働の取組による農地、農業用水や農村環境

の保全 

  ・ 中山間地域における農業生産活動を通じた発生防止  

  ・ 市民農園や滞在型農園の整備等の支援 

○ 農振農用地からの除外や非農業的利用 
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ウ 持続可能な森林管理のため、ＣＬＴ（直交集成板）などの新たな木材製品

の普及による木材需要の創出、施業集約化の加速化や地域の状況に応じた路

網整備等による国産材の安定的かつ効率的な供給体制の構築並びに再造林、

間伐等の森林の適切な整備及び保全等を通じ、林業の成長産業化を進める。 

 

※全国計画エ～カについては(４)で記述 

エ 健全な水循環の維持又は回復のため、関係者の連携による流域の総合的か

つ一体的な管理、貯留・涵(かん)養機能の維持及び向上、安定した水供給・

排水の確保、持続可能な地下水の保全と利用の促進、地球温暖化に伴う気候

変動への対応、水環境の改善等の施策を総合的かつ一体的に進める。 

オ 海岸の保全を図るため、海岸侵食対策や下流への土砂供給など山地から海

岸までの一貫した総合的な土砂管理の取組の推進等を通じて、土砂の移動等

により形成される美しい山河や白砂青松の海岸の保全・再生を図る。土砂採

取に当たっては、環境・景観保全や経済社会活動等に配慮しつつ適切に行う。 

カ 美しく魅力あるまちなみ景観や水辺空間の保全・再生・創出、地域の歴史

や文化に根ざし自然環境と調和した良好な景観の維持・形成を図る。また、

歴史的風土の保存を図るため開発行為等の規制を行う。 

 

【対比のため、位置を変更して記載】 

（５）土地の有効利用の促進 

ア 市街地における低・未利用地及び空き家等を含む既存住宅ストック等の有

効利用を図る。特に、空き家等については、所在地の把握や所有者の特定な

ど実態を把握した上で、空き家バンク等による所有者と入居希望者とのマッ

チングや空き家等を居住環境の改善及び地域の活性化に資する施設等に改修

するなど利活用を促進する。また、倒壊等の著しい危険がある空き家等につ

いては、除却等の措置を進める。改修や除却については、支援措置を充実さ

せていくことも重要である。 

 

あわせて、住宅の長寿命化や中古住宅の市場整備等を推進すること等によ

り、既存住宅ストックの有効活用を進める。 

 

【対比のため項目内の順番を変更して記載】 

（４）自然環境の保全・再生・活用と生物多様性の確保 

ク ヒートアイランド現象や地球温暖化等への対策を加速させるため、複数施

設等への効率的なエネルギーの供給、太陽光・バイオマス等の再生可能エネ

ルギーの面的導入、都市における緑地・水面等の効率的な配置など環境負荷

の小さな土地利用を図る。また、森林整備等の森林吸収源対策の着実な実施

に取り組む。さらに、公共交通機関の整備・利用促進や円滑な交通体系の構

築、低炭素型物流体系の形成などを進める。 

 

 

・ 森林として管理する場合の人工造林等を支援 

なお、農地から宅地へと転換された後に低・未利用地となった土地については、

新たな土地需要がある場合には、県土の有効利用の観点から優先的に再利用を図

るなど、地域の実情を踏まえた計画的かつ適正な活用を促進します 

 

ウ 森林の多面的機能の発揮 

森林の持つ多面的機能が高度に発揮されるよう、伐採林齢の多様化や長伐期

化、複層林施業の推進、病虫獣害対策の強化等を図ります。また、いわての森

林づくり県民税を活用して、間伐等の手入れが十分に行われていない公益上重

要な森林を整備するとともに、地域住民等による森林整備を支援します。 

間伐の推進については、森林所有者の経営意欲の喚起や経費負担の軽減につ

ながるよう、施業の集約化や機械化等による低コスト間伐の促進などに取り組

みます。その際、林内路網を計画的に配備し、森林管理及び地域材生産等のた

め基盤づくりを推進します。 

林業経営の安定化のため、森林所有者をとりまとめて地域単位の森林経営を

実現する、地域けん引型林業経営体を育成します。また、製材工場の経営能力や

技術力の向上を図りながら、高品質な木材製品の需要創出等にも取り組むことによ

り、林業の成長産業化を推進します。 

加えて、未利用木材資源の有効活用による林業の活性化とエネルギーの地産

地消の促進等を図るため、チップボイラー等の導入支援や木質燃料の安定供給

体制の構築等に取り組み、木質バイオマスエネルギーの利用を促進します。 

 

さらに、美しい景観や、自然とのふれあい、癒しの場として、価値の高い森

林や森林公園において、森林環境教育や、レクリエーション利用などの総合的

な利用を図ります。 

エ 住宅地等の有効活用 

居住環境の整備を推進するとともに、需要に応じた適正規模の宅地の供給を

促進します。 

その際、市街地における低・未利用地及び空き家等を含む既存住宅ストック等

を有効利用しつつ、中心市街地における街なか居住の促進やニュータウンの再生

を図ります。特に、空き家等については、所在地や所有者等の実態を把握した上

で、所有者と入居希望者とのマッチングや施設改修等による利活用を促進しま

す。また、倒壊等の著しい危険がある空き家等については、除却等の措置を推進

します。 

あわせて、住宅の長寿命化や中古住宅の市場整備等を推進すること等により、

既存住宅ストックの有効活用を進めます。 

 

(４) 恵み豊かな環境と人間の営みの両立 

ア 低炭素社会の構築 

県民、事業者、行政それぞれの役割分担と連携のもとに地球温暖化への対策

を加速させるため、以下のような取組を実施し、災害に強く持続可能な「低炭

素社会」の構築を目指した土地利用を図ります。 

 

 

・複数施設等への効率的なエネルギーの供給 

・風力、太陽光、バイオマス等の再生可能エネルギーの面的導入 

 

・ 森林として管理する場合の人工造林等を支援 

なお、農用地から宅地へと転換された後に低・未利用地となった土地

については、新たな土地需要がある場合には、県土の有効利用の観点か

ら優先的に再利用を図るなど、地域の実情を踏まえた計画的かつ適正な

活用を促進します。 

イ 森林 

森林の持つ多面的機能が高度に発揮されるよう、伐採林齢の多様化や

長伐期化、複層林施業の推進、病虫獣害対策の強化等を図ります。また、

いわての森林づくり県民税を活用して、間伐等の手入れが十分に行われ

ていない公益上重要な森林を整備するとともに、地域住民等による森林

整備を支援します。 

間伐の推進については、森林所有者の経営意欲の喚起や経費負担の軽

減につながるよう、施業地の集約化や機械化等による低コスト間伐の促

進などに取り組みます。 

その際、林道を計画的に配備し、森林管理及び地域材生産等のため基

盤づくりを推進します。 

また、林業経営の安定化のため、森林所有者をとりまとめて地域単位

の森林経営を実現する、地域けん引型経営体を育成します。 

加えて、未利用木材資源の有効活用による林業の活性化とエネルギー

の地産地消の促進等を図るため、木質バイオマスエネルギーの利用促進

を図り、ペレットストーブの導入支援やペレット流通改善、チップ燃料

の供給促進等に取り組みます。 

さらに、美しい景観や、自然とのふれあい、癒しの場として、価値の

高い森林や森林公園において、森林環境教育や、レクリエーション利用

などの総合的な利用を図ります。 

ウ 住宅地 

居住環境の整備を推進するとともに、需要に応じた適正規模の宅地の

供給を促進します。 

また、既存の都市基盤を有効利用し、将来にわたって持続可能なコミ

ュニティの維持・形成を図るため、低・未利用地の有効活用等による中

心市街地における街なか居住の促進やニュータウンの再生を図ります。 

あわせて、住宅の長寿命化、既存住宅の改善及び住宅市場の整備を通

じて、持続的な利用を図ります。 

 

 

 

 

 (４) 世界に誇れる「岩手の環境」の実現と美しい景観の形成 

ア 地球環境の保全 

県民、事業者、行政それぞれの役割分担と連携のもとに地球温暖化対

策を加速し、低炭素社会の構築を目指すとともに、良好な大気環境の保

全や都市におけるヒートアイランド現象に対処するため、次のような施

策を講じ、環境負荷の小さな都市の形成や経済社会システムの形成に向

けた適正な土地利用を図ります。 

・ 複数施設等への効率的なエネルギーの供給 

・ 風力、太陽光、バイオマス等の新エネルギーの県営施設への導入及

び県民、市町村への普及促進等を通じた先導的取組の推進 
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コ 循環型社会の形成に向け、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユ

ース）、再生利用（リサイクル）を一層進める等、持続可能な資源利用を推進

する。また、発生した廃棄物の適正な処理を行うための広域的・総合的なシ

ステムを形成するため、環境の保全に十分配慮しつつ、必要な用地の確保を

図る。さらに、廃棄物の不法投棄等の不適正処理の防止と適切かつ迅速な原

状回復に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケ 国民の健康の保護及び生活環境の保全のため、大気汚染、水質汚濁、土壌

汚染、騒音、悪臭等に対して引き続き対策を行う。住宅地周辺においては、

工場・事業所等からの騒音、悪臭等による国民の生活環境への影響に配慮し

た計画及び操業とすることを推進する。特に、閉鎖性水域に流入する流域に

おいて、水質保全に資するよう、生活排水や工場・事業場排水等の点源負荷

及び市街地、農地等からの面源負荷の削減対策や適切な栄養塩類濃度を維持

する管理など、総合的な水質改善対策を推進し、健全な水循環の構築を図る。 

 

【再掲】 

（３）持続可能な国土の管理 

エ 健全な水循環の維持又は回復のため、関係者の連携による流域の総合的か

つ一体的な管理、貯留・涵(かん)養機能の維持及び向上、安定した水供給・

排水の確保、持続可能な地下水の保全と利用の促進、地球温暖化に伴う気候

変動への対応、水環境の改善等の施策を総合的かつ一体的に進める。 

 

 

・都市における緑地・水面等の効率的な配置 

・公共交通機関の整備・利用促進や円滑な交通体系の構築 

・鉄道、船舶、自動車等を適切に組み合わせた低炭素型物流体系の形成 

 

特に、二酸化炭素の吸収源となる森林については、その吸収能力を十分に発

揮できるよう、積極的な間伐や人工林伐採跡地の更新を実施するとともに、通

常の伐採林齢より高齢級で伐採する長伐期施業や林齢・樹種の異なる樹木で構

成される複層林施業等を展開するなど、多様な森林の整備・育成を図ります。

また、木材の利用拡大や長期間の利用により、できるだけ炭素固定の増加を図

ります。あわせて、都市の緑や里山林等の身近な緑の適切な保全・整備を図り

ます。 

イ 循環型社会の形成 

循環型社会の形成に向けた次のような施策を講じるため、必要な用地の確保

を図ります。 

・ 廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイ

クル）の３Ｒの一層の促進 

・ 発生した廃棄物の適正な処理を行うための広域的・総合的なシステムの形

成 

また、廃棄物の不法投棄等の不適正処理の防止と適切かつ迅速な原状回復に

努めます。 

ウ 環境保全型農業の推進 

 環境と調和した農業を推進するため、次のような施策を総合的・計画的に推

進し、安全・安心な農作物を供給するとともに、自然循環機能を維持・増進す

る農用地の形成を推進します。 

・ 環境への負荷を低減する生産技術の導入促進 

・ 環境保全や農産物の品質向上等の取組を改善するための生産工程管理手法

（県版ＧＡＰやＪＧＡＰ等）の普及・定着 

 

 

 

エ 県民の健康保護と生活環境の保全 

国民の健康の保護及び生活環境の保全のため、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、

騒音、悪臭等に対して引き続き対策を行います。住宅地周辺においては、工場・

事業所等からの騒音、悪臭等による国民の生活環境への影響に配慮した計画及び

操業とすることを推進します。 

 

 

 

 

 

オ 水環境・水循環の保全と土壌汚染防止 

健全な水循環の維持又は回復のため、次のような取組を実施します。 

 

・ 関係者の連携による流域の総合的かつ一体的な管理 

・ 貯留・涵(かん)養機能の維持及び向上 

・ 安定した水供給・排水の確保 

・ 持続可能な地下水の保全と利用の促進 

・ 都市における環境改善のための緑地・水面等の効率的な配置 

・ 公共交通機関の整備・利用促進や円滑な交通体系の構築 

・ 鉄道、船舶、自動車等を適切に組み合わせた低炭素型物流体系の形

成 

特にも、二酸化炭素の吸収源となる森林については、その吸収能力を

十分に発揮できるよう、積極的な間伐や人工林伐採跡地の更新を実施す

るとともに、通常の伐採林齢より高齢級で伐採する長伐期施業や林齢・

樹種の異なる樹木で構成される複層林施業等を展開するなど、多様な森

林の整備・育成を図ります。また、木材の利用拡大や長期間の利用によ

り、できるだけ炭素固定の増加を図ります。あわせて、都市の緑や里山

林等の身近な緑の適切な保全・整備を図ります。 

イ 循環型社会の形成 

循環型社会の形成に向けた次のような施策を講じるための必要な用地

の確保を図ります。 

・ 廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リ

サイクル）の３Ｒの一層の促進 

・ 発生した廃棄物の適正な処理を行うための広域的・総合的なシステ

ムの形成 

また、廃棄物の不法投棄等の不適正処理の防止と適切かつ迅速な原状

回復に努めます。 

ウ 環境保全型農業の推進 

  環境と共生した農業を推進するため、次のような施策を総合的・計画

的に推進し、安全・安心な農作物を供給するとともに環境上健全な農用

地の形成を推進します。 

・ 環境保全型農業に意欲を持って取り組む農業者の支援・育成 

・ 生産から流通・加工・販売までの一貫した管理による、生産履歴の

わかる供給システムの確立 

・ 安全・安心な産地ブランドの定着に向けた取組についてのきめ細や

かな情報発信 

・ 環境と共生する産地づくりの機運の醸成 

エ 生活環境の保全 

大気汚染、騒音等の著しい交通施設や工場等の周辺における、緩衝緑

地の設置、倉庫・事業所等の適切な施設の誘導等により生活環境の保全

を図ります。  

また、住居系、商業系、工業系等の用途区分に応じた適正な土地利用

への誘導を進めます。 

 

 

 

 

オ 水環境の保全と土壌汚染防止 

  水環境への負荷を低減し、健全な水循環系の構築を図るため、次のよ

うな措置を講じます。 

 ・ 農用地や森林の適切な維持管理 

・ 雨水の地下浸透の促進 

・ 生活環境・自然環境の維持・改善等を図るため、水質保全、親水空

間、修景などの用に供する環境用水の確保 
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ア 高い価値を有する原生的な自然については、公有地化や厳格な行為規制等

により厳正な保全を図る。 

野生生物の生息・生育、自然景観、希少性などの観点からみて優れている

自然については、行為規制等により適正な保全を図る。二次的自然について

は、適切な農林水産業活動、民間・ＮＰＯ等による保全活動の促進や支援の

仕組みづくり、必要な施設の整備等を通じて自然環境の維持・形成を図る。

自然が劣化・減少した地域については、自然の再生・創出により質的向上や

量的確保を図る。 

イ 国土には希少種等を含む様々な野生生物が生息・生育していることも踏ま

え、原生的な自然環境だけでなく、農地、荒廃農地等においても希少種等の

野生生物に配慮した土地利用を推進するとともに、工場緑地等において企業

等による自主的な取組を促進させる仕組みを検討する。 

 

 

 

 

 

 

ウ 森・里・川・海の連環による生態系ネットワークの形成のため、流域レベ

ルや地域レベルなど空間的なまとまりやつながりに着目した生態系の保全・

再生を進める。また、生物多様性に関する新たな知見やフィールド検証等を

踏まえて、人口減少に伴い利用されなくなった土地等についても自然再生等

により活用する。これらを含めた全国、広域圏、都道府県、市町村など様々

な空間レベルにおける生態系ネットワークの形成に関する計画を段階的・有

・ 生物の多様な生息・生育環境としての機能の発揮のために必要な水量・水

質の確保 

 

 

また、本県の豊かな水と緑を次世代に引き継ぐため、森・川・海とつながる

流域全体における施策を総合的かつ計画的に推進することとし、県内の全流域

において策定した流域基本計画に基づき、地域住民や関係団体との連携と協力

のもとに保全活動に取り組みます。 

閉鎖性水域に流入する流域において、水質保全に資するよう、生活排水や工

場・事業場排水等の点源負荷及び市街地、農地等からの面源負荷の削減対策や適

切な栄養塩類濃度を維持する管理など、総合的な水質改善対策を推進し、健全な

水循環の構築を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 自然共生社会の実現 

高い価値を有する原生的な自然については、一定の行為を厳格に規制するこ

と等により厳正な保全を図ります。 

野生生物の生息・生育、自然景観、希少性などの観点からみて優れている自

然については、一定の行為を規制すること等により適正な保全を図ります。 

 

 

 

 

特に、イヌワシ等の希少な野生動植物については、その生息・生育状況の調

査を行うとともに、生息・生育地の適正な維持・改善を図ります。加えて、原

生的な自然環境だけでなく、農地、荒廃農地等においても希少種等の野生生物

に配慮した土地利用を推進するとともに、工場緑地等において企業等による自

主的な取組を促進させる仕組みを検討します。 

また、農林業による土地利用が行われている地域等の二次的自然については、

適切な農林水産業活動、民間・ＮＰＯ等による保全活動の促進や支援の仕組み

づくり、必要な施設の整備等を通じて自然環境の維持・形成を図ります。自然

が劣化・減少した地域については、自然の再生・創出により質的向上や量的確

保を図ります。 

森・里・川・海の連環による生態系ネットワークの形成の観点からは、流域

レベルや地域レベルなど空間的なつながりに着目した生態系の保全・再生を進

めます。また、生物多様性に関する新たな知見等を踏まえて、人口減少に伴い

利用されなくなった土地等についても自然再生等により活用します。 

 

 

・ 下水処理施設の整備促進及び処理水の効果的利用 

・ 水辺地等の保全による河川、湖沼及び沿岸域の自然浄化能力の維持・

回復 

・ 地下水の適正な利用 

また、本県の豊かな水と緑を次世代に引き継ぐため、森・川・海とつ

ながる流域全体における施策を総合的かつ計画的に推進することとし、

県内の全流域において策定した流域基本計画に基づき、地域住民や関係

団体との連携と協力のもとに保全活動に取り組みます。 

あわせて、水の出入りの少ない閉鎖性水域に流入する流域においては、

生活排水、工場・事業場の排水等による汚濁負荷や汚濁物質の削減対策

を進めるとともに、緑地の保全その他自然環境保全のための土地利用制

度の適切な運用に努めます。また、土壌汚染の防止と汚染土壌による被

害の防止に努めます。 

 

【対比のため、位置を変更して記載】 

(６) 土地の有効利用の促進 

ウ 水面・河川・水路 

治水・利水の機能発揮に留意しつつ、生物の多様な生息・生育環境と

しての機能の発揮のために必要な水量・水質の確保や整備を図ります。 

また、地域の景観と一体となった水辺空間や、水と人とのふれあいの

場の形成を図ります。 

 

カ 自然環境の保全 

高い価値を有する原生的な自然については、一定の行為を厳格に規制

すること等により厳正な保全を図ります。 

野生生物の生息・生育、自然風景、希少性等の観点から優れている自

然については、一定の行為を規制すること等により適正な保全を図りま

す。 

 

 

 

特にも、イヌワシ等の希少な野生動植物については、その生息・生育

状況の調査を行うとともに、生息・生育地の適正な維持・改善を図りま

す。 

 

 

また、農林業による土地利用が行われている地域等の二次的な自然に

ついては、適切な農林漁業活動や民間・ＮＰＯ等による保全活動の促進

や必要な施設の整備等を通じて自然環境の維持・形成を図ります。 

なお、自然が劣化・減少した地域については、残された自然の保全を

図るとともに、自然環境の修復・育成に努めます。 
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機的に形づくることにより、国土全体の生態系ネットワークの形成へつなげ

る。 

キ 野生鳥獣による被害防止のため、侵入防止柵等の整備や鳥獣の保護・管理

を行う人材育成等を推進する。また、侵略的外来種の定着、拡大を防ぐため、

完全排除を基本としつつ、防除手法などの開発に努め、その他防除に必要な

調査研究を行う。 

エ 自然環境及び生物多様性に関しては、気候変動による影響を念頭に保全を

進めるため、生態系や種の分布等の変化の状況をより的確に把握するための

モニタリングや、国民の生命や生活の基盤となる生物多様性及び生態系サー

ビスへの影響を把握するための調査・研究を推進する。 

オ 自然生態系が有する非常時の防災・減災機能や、その機能の利用による長

期的なコストの評価や検証等を行い、各地域の特性に応じた計画や事業を通

じて、自然生態系を積極的に活用した防災・減災対策を推進する。 

 

【再掲】 

（３）持続可能な国土の管理 

オ 海岸の保全を図るため、海岸侵食対策や下流への土砂供給など山地から海

岸までの一貫した総合的な土砂管理の取組の推進等を通じて、土砂の移動等

により形成される美しい山河や白砂青松の海岸の保全・再生を図る。土砂採

取に当たっては、環境・景観保全や経済社会活動等に配慮しつつ適切に行う。 

 

 

カ 美しく魅力あるまちなみ景観や水辺空間の保全・再生・創出、地域の歴史

や文化に根ざし自然環境と調和した良好な景観の維持・形成を図る。また、

歴史的風土の保存を図るため開発行為等の規制を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

カ 国立公園などの優れた自然の風景地や地域固有の自然生態系、自然に根ざ

した地域の文化は、観光資源として極めて高い価値を有している。このため、

これらの自然資源を活かしたエコツーリズムの推進に加え、環境に配慮して

生産された産品、地域の自然によりはぐくまれた伝統、文化等の活用により、

観光をはじめとした地域産業を促進する。また、国内はもとより訪日外国人

の関心も高いことから、多言語化を含む戦略的な情報発信及び受入環境の整

備により、国立公園などのブランドを活かした国内外の観光客の増加を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その際、野生鳥獣による被害防止のため、侵入防止柵等の整備や鳥獣の保護・

管理を行う人材育成等を推進します。また、侵略的外来種の定着、拡大を防ぐた

め、完全排除を基本としつつ、防除手法などの開発に努めることも重要です。 

 

これらの取組を実施するに当たっては、生態系や種の分布等の変化の状況を

より的確に把握するためのモニタリングや、国民の生命や生活の基盤となる生

物多様性及び生態系サービスへの影響を把握するための調査・研究を推進しま

す。 

 

 

 

 

 

キ 総合的な土砂管理の推進 

海岸の保全を図るため、海岸侵食対策や下流への土砂供給など山地から海岸

までの一貫した総合的な土砂管理の取組の推進等を通じて、土砂の移動等によ

り形成される美しい山河や白砂青松の海岸の保全・再生を図ります。加えて、

土砂採取に当たっては、環境・景観保全や経済社会活動等に配慮しつつ適切に

行います。 

ク 良好な景観形成等の推進 

歴史的・文化的な建築物や美しく魅力ある街並みを後世に継承するため、景

観計画や景観条例等によるルールづくりなど、地域が一体となった取組を推進

します。 

都市においては、美しく良好な街並み景観や緑地・水辺景観の形成を促進し

ます。 

農山漁村においては、里地・里山等の美しい農山漁村景観の維持・形成を促

進します。また、不利な耕作条件等による荒廃農地の拡大及び景観荒廃を防ぐ

ため、美しい景観を保全しながら農業を継続していくための農業基盤整備を進

めます。 

 

さらに、優れた自然の風景地や地域固有の自然生態系、地域文化、歴史的・

文化的遺産は、観光資源として極めて高い価値を有していることから、エコツ

ーリズムの推進や伝統・文化等の活用等により、観光をはじめとした地域産業

を促進します。加えて、多言語化を含む戦略的な情報発信及び受入環境の整備

により、国内外の観光客の増加を図ります。 

 

 

 

ケ 環境影響評価等 

良好な環境を確保するため、事業の実施段階における環境影響評価の実施や、

公共事業等の位置・規模等の検討段階において、事業の特性を踏まえた環境的

側面の検討を行うことなどにより、適切な環境配慮を促進し、土地利用の適正

化を図ります。 

 

 

 

 

この場合、いずれの地域においても、生物の多様性を確保する観点か

ら、外来生物の侵入防止や生物の生息空間の適切な確保・配置に配慮す

るとともに、野生鳥獣による被害の防止や健全な地域個体群の維持を図

るため、科学的・計画的な保護管理を図ります。 

また、自然公園については、保全とともに利用の増進を図ることとし、

登山道、遊歩道、トイレ等の施設整備を通じて、県民と自然とのふれあ

いの場を提供します。 

 

 

 

 

 

 

キ 総合的な土砂管理の推進 

安全・環境・景観に配慮しつつ、海岸侵食対策や下流への土砂供給な

ど山地から海岸までの一貫した総合的な土砂管理の取組の推進等を通じ

て、土砂の移動等により形成される美しい山河や白砂青松の海岸の保全

を図ります。加えて、土砂採取に当たっては、環境・景観保全や経済社

会活動などに配慮しつつ適切な管理を図ります。 

ク  良好な景観形成の推進 

歴史的・文化的な建築物や良好な街並みを後世に継承するため、景観

計画や景観条例等によるルールづくりなど、地域が一体となった取組を

推進します。   

都市においては、美しく良好な街並み景観や緑地・水辺景観の形成を

促進します。 

農山漁村においては、里地・里山等の美しい農山漁村景観の維持・形

成を促進します。 

あわせて、不利な耕作条件による耕作放棄の進行及び景観荒廃を防ぐ

ため、美しい景観を保全しながら農業を継続していくための農業基盤整

備を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケ 環境影響評価等 

良好な環境を確保するため、事業の実施段階における環境影響評価の

実施や、公共事業等の位置・規模等の検討段階において、事業の特性を

踏まえた環境的側面の検討を行うことなどにより、適切な環境配慮を促

進し、土地利用の適正化を図ります。 
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（５）土地の有効利用の促進 

ア 市街地における低・未利用地及び空き家等を含む既存住宅ストック等の有

効利用を図る。特に、空き家等については、所在地の把握や所有者の特定な

ど実態を把握した上で、空き家バンク等による所有者と入居希望者とのマッ

チングや空き家等を居住環境の改善及び地域の活性化に資する施設等に改修

するなど利活用を促進する。また、倒壊等の著しい危険がある空き家等につ

いては、除却等の措置を進める。改修や除却については、支援措置を充実さ

せていくことも重要である。あわせて、住宅の長寿命化や中古住宅の市場整

備等を推進すること等により、既存住宅ストックの有効活用を進める。 

 

イ 道路については、公共・公益施設の共同溝への収容や無電柱化、既存道路

空間の再配分などにより、道路空間の有効利用を図るとともに、道路緑化等

の推進による、良好な道路景観の形成を図る。 

 

ウ 工業用地については、高度情報通信インフラ、研究開発インフラ、産業・

物流インフラ等の戦略的かつ総合的な整備を促進することにより、グローバ

ル化への対応や産業の高付加価値化等を図るとともに、質の高い低コストの

工業用地の整備を計画的に進める。その際、地域社会との調和及び公害防止

の充実を図る。 

また、既存の工業団地のうち未分譲のものや工場跡地等の有効利用を促進

する。 

エ 都市への人口移動が進む中で、地方を中心に、今後も所有者の所在の把握

が難しい土地が増加することが想定され、土地の円滑な利活用に支障を来す

おそれもあるため、その増加の防止や円滑な利活用等に向けた現場の対応を

支援するための方策を総合的に検討する。 

 

 

 

（６）土地利用転換の適正化 

 

ア 土地利用の転換を図る場合には、その転換の不可逆性及び影響の大きさに

十分留意した上で、人口及び産業の動向、周辺の土地利用の状況、社会資本

の整備状況その他の自然的・社会的条件等を勘案して適正に行うこととする。 

 

また、転換途上であっても、これらの条件の変化を勘案する必要があると

きは、速やかに計画の見直し等の適切な措置を講ずる。 

特に、人口減少下にも関わらず自然的土地利用等から都市的土地利用への

転換が依然として続いている一方、都市の低・未利用地や空き家等が増加し

ていることにかんがみ、これらの有効活用を通じて、自然的土地利用等から

の転換を抑制する。 

 

 

 

 

 

 

 

(５) その他土地の有効利用の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 道路 

公共・公益施設の共同溝への収容や無電柱化、既存道路空間の再配分などに

より、道路空間の有効利用を図るとともに、道路緑化等の推進による、良好な

道路景観の形成を図ります。 

イ 工業用地 

高度情報通信等のインフラの戦略的かつ総合的な整備を促進することにより、

グローバル化への対応や産業の高付加価値化等を図るとともに、質の高い低コス

トの工業用地の整備を計画的に進めます。その際、地域社会との調和及び公害防

止の充実を図ります。 

また、既存の工業団地のうち未分譲のものや工場跡地等の有効利用を促進する

ため、ホームページへの掲載等を通じた情報発信を行います。 

ウ 円滑な土地の利活用に向けた方策 

都市への人口移動が進む中で、今後も所有者の所在の把握が難しい土地が増

加することが想定され、土地の円滑な利活用に支障を来すおそれもあるため、

その増加の防止や円滑な利活用等に向けた現場の対応を支援するための方策を

総合的に検討します。 

また、都市環境、防災面等に配慮した、河川、道路等と建物等との一体的・

立体的整備を進めます。 

 

(６) 土地利用転換の適正化 

ア 土地利用転換の基本 

土地利用の転換を図る場合には、その転換の不可逆性及び影響の大きさに十

分留意した上で、人口及び産業の動向、周辺の土地利用の状況、社会資本の整

備状況その他の自然的・社会的条件等を勘案して適正に行うこととします。 

 

また、転換途上であっても、これらの条件の変化を勘案する必要があるとき

は、速やかに計画の見直し等の適切な措置を講じます。 

特に、人口減少下にも関わらず自然的土地利用等から都市的土地利用への転

換が依然として続いている一方、都市の低・未利用地や空き家等が増加してい

ることにかんがみ、これらの有効活用を通じて、自然的土地利用等からの転換

を抑制します。 

イ 森林・原野の土地利用転換 

森林の利用転換を行う場合には、森林の合理的・計画的な維持増大と林業経

営の安定に留意しつつ、災害の発生、環境の悪化など公益的機能の低下を防止

することを十分考慮して、周辺の土地利用との調整を図ります。 

 

また、原野の利用転換を行う場合には、環境の保全に配慮しつつ、周辺の土

【対比のため、一部を除いて記載】 

(６) 土地の有効利用の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 道路 

電線類の地中化、道路緑化等を推進して、良好な道路景観の形成を図

ります。また、自転車走行区間を分離するなど、社会的要請の変化に応

じた道路空間の有効利用を図ります。 

カ 工業用地 

グローバル化の進展等に伴う産業の高付加価値化や構造変化、工場の

立地動向を踏まえ、高度情報通信等のインフラ整備を促進するとともに、

質の高い低コストの工業用地の整備を需要に応じて進めます。その際、

地域社会との調和及び公害防止の充実を図ります。 

また、既存の工業団地の未分譲地や工場跡地の有効利用の促進を図る

ため、ホームページへの掲載等を通じた情報発信を行います。 

キ 一体的・立体的な整備 

都市環境、防災面等に配慮した、河川、道路等と建物等との一体的・

立体的整備を進めます。 

 

 

 

 

 

(５) 土地利用の転換の適正化 

ア 土地利用転換の基本 

土地利用の転換を図る場合には、その転換の不可逆性や影響の大きさ

に十分留意した上で、人口及び産業の動向、周辺の土地利用の状況、社

会資本の整備状況その他の自然的・社会的条件を勘案して適正に行うこ

ととします。 

また、転換途上であっても、これらの条件の変化を勘案して、必要が

あるときは速やかに計画の見直し等の適切な措置を講じます。 

 

 

 

 

イ 森林・原野の土地利用転換 

森林の利用転換を行う場合には、森林の合理的・計画的な維持増大と

林業経営の安定に留意しつつ、災害の発生、環境の悪化など公益的機能

の低下を防止することを十分考慮して、周辺の土地利用との調整を図り

ます。 

また、原野の利用転換を行う場合には、環境の保全に配慮しつつ、周
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イ 大規模な土地利用の転換については、その影響が広範に及ぶため、周辺地

域も含めて事前に十分な調査を行い、国土の保全、安全性の確保、環境の保

全等に配慮しつつ、適正な土地利用を図る。 

また、地域住民の意向等地域の状況を踏まえるとともに、市町村の基本構

想など地域づくりの総合的な計画、公共用施設の整備や公共サービスの供給

計画等との整合を図る。 

 

ウ 農地等の農林業的土地利用と宅地等の都市的土地利用が無秩序に混在する

地域または混在が予測される地域においては、必要な土地利用のまとまりを

確保することなどにより、農地や宅地等相互の土地利用の調和を図る。 

 

 

また、土地利用規制の観点からみて無秩序な施設立地等の問題が生じてい

る地域において、土地利用関連制度の的確な運用等を通じ、地域の環境を保

全しつつ地域の状況に応じた総合的かつ計画的な土地利用を図る。 

 

 

 

（７）国土に関する調査の推進 

  国土の科学的かつ総合的な把握を一層充実するため、国土情報整備調査、国

土調査、法人土地・建物基本調査及び自然環境保全基礎調査等国土に関する基

礎的な調査を推進するとともに、その総合的な利用を図る。 

特に、地籍整備の実施による土地境界の明確化は、事前防災や被災後の復旧・

復興の迅速化を始めとして、土地取引、民間開発・国土基盤整備の円滑化等に

大きく貢献し、極めて重要な取組である。地籍調査の主な実施主体である市町

村は、第６次国土調査事業十箇年計画で示された目標事業量に基づく毎年度の

事業計画に従って地籍調査を行っており、国は、市町村への財政支援等を通じ、

地籍調査の計画的な実施を促進する。これに加えて、南海トラフ地震等の被災

想定地域における地籍整備を重点的に実施するほか、山村では世代交代の際に

境界情報が十分に継承されないことなどを背景に境界確認に必要な情報が喪失

しつつあるため、山村における地籍整備の効率的な実施等に取り組む。 

また、希少種を始めとする生物の分布情報は、自然環境を保全・再生する国

土利用の促進において重要な情報であるため、様々な主体による調査結果を集

約することなどにより、分布情報等の整備を図る。 

さらに、国民による国土への理解を促し、計画の総合性及び実効性を高める

ため、調査結果の普及及び啓発を図る。 

（８）計画の効果的な推進 

計画の推進等に当たっては、各種の指標等を活用し、国土利用をとりまく状

況や国土利用の現況等の変化及びこれらの分析を通じて計画推進上の課題を把

握し、計画がその目的を達するよう効果的な施策を講じる。 

地利用との調整を図ります。 

ウ 農地の利用転換 

農地の利用転換を行う場合には、食料生産の確保や農業経営の安定を考慮す

るとともに、景観及び自然環境等に及ぼす影響に留意し、計画的な調整の下に

無秩序な転用を抑制し、優良農地が確保されるよう十分考慮します。 

 

エ 大規模な土地利用転換 

 大規模な土地利用の転換については、その影響が広範に及ぶため、周辺地域

も含めて事前に十分な調査を行い、国土の保全、安全性の確保、環境の保全等

に配慮しつつ、適正な土地利用を図ります。 

また、地域住民の意向等地域の状況を踏まえるとともに、市町村の基本構想

など地域づくりの総合的な計画、公共用施設の整備や公共サービスの供給計画

等との整合を図ります。 

オ 混在化の進行する地域の土地利用転換 

都市周辺における、農地等の農林業的土地利用と宅地等の都市的土地利用が

無秩序に混在する地域または混在が予測される地域においては、必要な土地利

用のまとまりを確保することなどにより、農地や宅地等相互の土地利用の調和

を図ります。 

カ 無秩序な施設立地等の問題が生じている地域の土地利用転換 

多様な用途が許容されている準工業地域や用途地域が指定されていない白地

地域など、無秩序な施設立地等の問題が生じている地域では、施設立地の抑制

などにより、適正な土地利用の規制・誘導を促進し、地域の実情に応じた計画

的な土地利用の実現を図ります。 

 

 

(７) 県土に関する調査の推進 

  県土の科学的かつ総合的な把握を一層充実するため、国土調査、法人土地・

建物基本調査及び自然環境保全基礎調査等の基礎的な調査を推進するととも

に、その総合的な利用及び調査結果の普及・啓発を図ります。 

特に、地籍整備の実施による土地境界の明確化は、事前防災や被災後の復旧・

復興の迅速化をはじめとして、土地取引、民間開発、県土の基盤整備の円滑化

等に大きく貢献し、極めて重要です。 

 

 

 

 

 

 

また、希少種をはじめとする生物の分布情報は、自然環境を保全・再生する

県土利用の促進において重要な情報であるため、様々な主体による調査結果を

集約することなどにより、分布情報等の整備を図ります。 

 

 

(８) 計画の効果的な推進 

計画の推進等に当たっては、各種の指標等を活用し、県土利用をとりまく状

況や県土利用の現況等の変化及びこれらの分析を通じて計画推進上の課題を把

握し、計画がその目的を達するよう効果的な施策を講じます。 

辺の土地利用との調整を図ります。 

ウ 農用地の利用転換 

農用地の利用転換を行う場合には、食料生産の確保や農業経営の安定

を考慮するとともに、景観及び自然環境等に及ぼす影響に留意し、計画

的な調整の下に無秩序な転用を抑制し、優良農用地が確保されるよう十

分考慮します。 

エ 大規模な土地利用転換 

大規模な土地利用の転換については、その影響が広範であるため、周

辺地域をも含めて事前に十分な調査を行い、県土の保全と安全性の確保、

環境の保全等に配慮して適正な土地利用の確保を図ります。 

また、地域住民の意向等地域の実情を踏まえた適切な対応を図るとと

もに、市町村の基本構想など地域づくりの総合的な計画、公共用施設の

整備や公共サービスの供給計画等との整合を図ります。 

オ 混住化の進行する地域の土地利用転換 

都市周辺における、農家と非農家の混住化の進行する地域においては、

農用地・宅地等の土地利用の混在による弊害を防止するため、土地利用

相互の調整を図り、必要な土地利用のまとまりの確保等に努めます。 

 

カ 無秩序な施設立地等の問題が生じている地域の土地利用転換 

多様な用途が許容されている準工業地域や用途地域が指定されていな

い白地地域など、無秩序な施設立地等の問題が生じている地域では、施

設立地の抑制などにより、適正な土地利用の規制・誘導を促進し、地域

の実情に応じた計画的な土地利用の実現を図ります。 

 

【対比のため、順番を変更して記載】 

(８) 県土に関する調査の推進及び成果の普及啓発 

県土の科学的かつ総合的な把握を一層充実するため、国土調査、土地

基本調査、自然環境保全基礎調査等の基礎的な調査を推進するとともに、

その総合的な利用及び調査結果の普及・啓発を図ります。 

また、境界や所有者が不明となる土地が発生することを防ぐ観点から、

境界の保全や台帳の整備等の取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対比のため順番を変更して記載】 

(９) 指標の活用 

計画の推進等に当たっては、量的側面のみならず質的側面も把握する

ため、各種指標の活用を図ります。 

また、今後の県土の利用をめぐる経済社会の変化に対応するため、計
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（９）国土の国民的経営の推進 

国土の適切な管理に向けて、所有者等による適切な管理、国や都道府県、市

町村による公的な役割に加え、地域住民、企業、ＮＰＯ、行政、他地域の住民

など多様な主体が、森林づくり活動、河川・湖沼環境の保全活動、農地の保全

管理活動等に参画するほか、地元農産品や地域材製品の購入、緑化活動に対す

る寄付等、様々な方法により国土の適切な管理に参画する「国土の国民的経営」

の取組を推進する。 

 

おわりに 

本計画では、「適切な国土管理を実現する国土利用」、「自然環境と美しい景観等

を保全・再生・活用する国土利用」、「安全・安心を実現する国土利用」の３つの

基本方針を示しているが、これらを実現するために必要な土地利用の転換には数

十年単位の期間を要する場合も多い。したがって、計画期間を超えた長期的な見

通しの上に地域の合意形成を進めるなど、長期の視点から取り組んでいくことが

求められる。 

また、人口減少下で、これらを実現していくためには、土地利用や国土管理の手

法等について新たな知見が必要となることが想定される。このため、本計画を具

体化するための手法や様々な主体の役割等については、計画策定後、さらに検討

を進めていくこととする。 

 

 

(９) 多様な主体の連携・協働による県土管理の推進 

県土の適切な管理に向けて、所有者等による適切な管理、国や都道府県、市

町村による公的な役割に加え、県民、ＮＰＯ、関係団体、事業者等の多様な主

体による、森林づくり活動、河川・湖沼環境の保全活動、農地の保全管理活動

などの直接的な県土管理への参画を促進するとともに、地元農産品や地域材製

品の購入、緑化活動に対する寄付などの間接的な県土管理につながる取組など

を通じて、県土の適切な管理を推進します。 

 

別 表 

地域区分 構  成  市  町  村 

県央地域 
盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、 

矢巾町 

県南地域 
花巻市、北上市、遠野市、一関市、奥州市、西和賀町、金ケ崎町、

平泉町 

沿岸地域 
宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、 

山田町、岩泉町、田野畑村 

県北地域 
久慈市、二戸市、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、 

一戸町 
 

画策定より概ね５年後に、全国計画の点検の状況も参考にして計画の総

合的な点検を行います。 

(７) 多様な主体の連携・協働による県土管理の推進 

国、県、市町村による公的な役割や所有者等による適切な管理に加え、

県民、ＮＰＯ、関係団体、事業者等による森林づくり活動や農地のオー

ナー制度等による保全管理活動、良好な市街地環境の保全・形成活動な

どの直接的な県土管理への参加を促進するとともに、地元農産品や地域

材製品の購入、緑化活動に対する寄付などの間接的な県土管理につなが

る取組などを通じて、様々な方法による県土の適切な管理を推進します。 

 

別 表 

地域区分 構  成  市  町  村 

県央地域 
盛岡市、八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、 

紫波町、矢巾町 

県南地域 
花巻市、北上市、遠野市、一関市、奥州市、西和賀町、 

金ケ崎町、平泉町、藤沢町、 

沿岸地域 
宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、

山田町、岩泉町、田野畑村、川井村 

県北地域 
久慈市、二戸市、普代村、軽米町、野田村、九戸村、 

洋野町、一戸町 
 

 


